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令和３年第４回 

柳泉園組合議会定例会会議録 

────────────────

 

令和３年１１月２４日 開会 

──────────────── 

議事日程 

１．会期の決定 

２．会議録署名議員の指名 

３．諸般の報告 

４．行政報告 

５．議案第１３号 権利の放棄について 

６．議案第１４号 東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び 

         東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について 

７．議案第１５号 令和３年度柳泉園組合一般会計補正予算（第１号） 

８．議案第１６号 令和２年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認定 

──────────────── 

１ 出席議員 

   １番 島 崎   孝     ２番 沢 田 孝 康 

   ３番 村 山 順次郎     ４番 後 藤 ゆう子 

   ５番 小 林 たつや     ６番 遠 藤 源太郎 

   ７番 鈴 木 たかし     ８番 小 西 み か 

   ９番 佐々木 あつ子 

２ 関係者の出席 

    管 理 者            並 木 克 巳 

    副 管 理 者          渋 谷 金太郎 

    副 管 理 者          池 澤 隆 史 

    助   役            鹿 島 宗 男 

    会計管理者            廣 瀬 明 子 

    清瀬市市民環境部長        高見澤 進 吾 

    東久留米市環境安全部長      下 川 尚 孝 
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    西東京市みどり環境部長      青 柳 元 久 

３ 事務局・書記の出席 

    総務課長             米 持   譲 

    施設管理課長           濵 田 伸 陽 

    技術課長             濱 野 和 也 

    資源推進課長           横 山 雄 一 

 

    書記               近 藤 修 一 

    書記               上 里 直 樹 

    書記               八 角 秀 亮 

    書記               角 田 佐 知 

──────────────── 

午前１０時００分 開会 

○議長（鈴木たかし） 定足数に達しておりますので、ただいまより令和３年第４回柳泉

園組合議会定例会を開会いたします。 

 地方自治法第１２１条の規定により、管理者をはじめ関係者の出席を求めております。 

──────────────── 

○議長（鈴木たかし） 監査委員から、「令和２年度柳泉園組合決算審査意見書」の１５

ページに誤記があるため、差替えの申入れがございましたので、配付をいたします。 

 また、事務局より、行政報告資料の５項目め、「清柳園焼却施設における土壌調査結果

及び今後の事業展開について」に係る追加資料の提出を求められておりますので、これを

許可いたします。 

 差替え及び追加資料を配付してください。 

〔差替え及び追加資料配付〕 

──────────────── 

○議長（鈴木たかし） 「日程第１、会期の決定」を議題といたします。 

 このことにつきましては、１１月１７日及び本日、代表者会議が開催されております。 

 東久留米市の代表委員、島崎孝議員に報告を求めます。 

○１番（島崎孝） おはようございます。去る１１月１７日に令和３年第７回代表者会議

が開催され、また本日、令和３年第８回代表者会議が開催され、令和３年第４回柳泉園組
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合議会定例会について協議されておりますので、御報告申し上げます。 

 まず、令和３年第４回定例会に係る事項でございます。 

 令和３年第４回柳泉園組合議会定例会の会期につきましては、１１月２４日、本日１日

限りといたします。 

 また、本日の日程といたしましては、お手元に既に御配付のとおりでございます。 

 まず、「日程第３、諸般の報告」は、書面配付をもっての報告といたします。 

 次に、「日程第４、行政報告」を行い、行政報告に対する質疑をお受けいたします。 

 次に、「日程第５、議案第１３号、権利の放棄について」を上程し、質疑、討論を経て

採決いたします。 

 次に、「日程第６、議案第１４号、東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団

体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について」を上程し、質疑、

討論を経て採決いたします。 

 次に、「日程第７、議案第１５号、令和３年度柳泉園組合一般会計補正予算（第１号）」

を上程し、質疑、討論を経て採決いたします。 

 次に、「日程第８、議案第１６号、令和２年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認定」

を上程し、質疑、討論を経て採決いたします。 

 以上で本日予定された日程が全て終了となり、令和３年第４回定例会を閉会いたします。 

 なお、陳情１件を受理いたしましたので、本日、代表者会議を開催し、協議いたしまし

た。この結果、当該陳情における論点について最高裁判所により判断がされた事項であり、

議会で議論すべき事項ではないと判断したため、第４回定例会においては議論しないこと

と決しましたので、報告いたします。また、当該陳情につきましては、資料として後ほど

配付いたします。 

 以上が代表者会議の決定事項でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木たかし） 報告が終わりました。 

 これより代表委員報告に対する質疑に入ります。質疑のある方は挙手にてお願いいたし

ます。 

○３番（村山順次郎） 御報告の最後のところで、陳情を受理したが、議論をしないとい

う御報告があったかなと思いました。委員会を開いて上程をしないという意味のことだろ

うと理解をしますけれども、柳泉園組合議会及び私で言えば東久留米市議会で受理した陳

情を、東久留米市の場合は陳情については審査をしないというルールで近年はやっており
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ますからそうなのですけれども、柳泉園組合議会においても、受理をした陳情について委

員会を開いて上程をしないという対応は、私の記憶の範囲では初めてのことかと。 

 一番代表的な事例は、特定の個人や団体を誹謗中傷するような内容を含んでいるものな

どは上程しない場合というのもないとは思いませんが、お聞きする範囲では要件が整って

いる、書式が整っているとすると、上程をして、議論をして、採決をするというのがある

べき姿かなと思いますが、もう少し委員会に付託をしないと決められた経過等について御

説明いただければと思います。 

○１番（島崎孝） 御質問いただきました、議論しない、議論をすべきでない事項として

判断した経過につきましてお答えいたします。 

 様々な委員の方から御意見が出ましたが、１つは、本年、令和３年６月１６日に最高裁

において判決が確定したことにより、今回の陳情は３回目という議論がありまして、１回

目、２回目と３回目の状況がなぜ違っているかということについては、最高裁判決が確定

したということが大きな理由であるということで、そういったことにより、争うべき内容、

議論すべき内容が最高裁判決で確定したということが大きな決定要因になりました。 

○３番（村山順次郎） もう終わりますけれども、経過、事情は一定理解をしているつも

りでありますが、市民からの意見という形で、形式的に申し上げれば、陳情という形式が

整っているのであれば、以前から類似の陳情が出ていることは承知しておりますけれども、

メンバーの変更等も議会においてはございますので、委員会に付託をされるというのが本

来あるべき取扱いかなということは意見として述べて、終わります。 

○議長（鈴木たかし） ほかに質疑、御意見ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鈴木たかし） 以上をもって代表委員報告に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。今定例会の会期は、代表委員御報告のとおり本日１日限りとし、日

程表のとおりといたしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鈴木たかし） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日とし、日程表の

とおりとすることに決しました。 

──────────────── 

○議長（鈴木たかし） 「日程第２、会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第９２条の規定により、議長において次の２名を指名いた
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します。 

 第３番、村山順次郎議員、第４番、後藤ゆう子議員、以上のお二方にお願いいたします。 

──────────────── 

○議長（鈴木たかし） 「日程第３、諸般の報告」を行います。 

 諸般の報告に関しましては、お手元に御配付いたしております書類に記載のとおりでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

──────────────── 

○議長（鈴木たかし） ここで、管理者より発言を求められておりますので、これを許可

いたします。 

○管理者（並木克巳） ただいま議長のお許しをいただきましたので、本日、令和３年柳

泉園組合議会第４回定例会の開催にあたりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 各市とも、第４回定例会の開催を控えましてそれぞれお忙しい中、議員の皆様におかれ

ましては本日の定例会に御出席いただきまして、厚く御礼申し上げます。 

 本日の定例会におきましては、行政報告の中で８月から１０月までの主な事務事業につ

いて御報告を申し上げさせていただきます。また、御案内のとおり、権利の放棄、公平委

員会規約変更、補正予算及び令和２年度決算の認定について、４件の議案を御提案させて

いただいております。御審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上、簡単ではございますが、第４回定例会の開会にあたりまして、御挨拶とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

──────────────── 

○議長（鈴木たかし） 「日程第４、行政報告」を行います。 

○助役（鹿島宗男） それでは、行政報告をいたします。 

 今回の行政報告につきましては、令和３年８月から１０月までの３か月間の柳泉園組合

における事務事業等の運営についての御報告でございます。 

 初めに、１ページ、総務関係でございます。 

 １、庶務について、（１）事務の状況についてでございます。第３回定例会について協

議を行うため、８月１２日に事務連絡協議会、１３日に管理者会議を開催いたしました。

また、８月１２日及び１０月１９日に事務連絡協議会幹事会を開催し、負担金の計算方法

についてとリチウムイオン電池の取扱いについてを協議いたしました。 

 続きまして、２、見学者についてでございますが、表１に記載のとおりでございます。
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施設見学につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、７月１２日か

ら緊急事態宣言が発出されていたことにより、受入れを中止しておりましたが、同宣言が

解除された１０月１日より感染症拡大防止対策を取った上で再開しております。現状にお

いては見学希望者等もなく、この間の見学は０件となっております。 

 続きまして、２ページ、３、ホームページについてでございます。表２に記載のとおり

でございます。 

 続きまして、４、ごみ処理施設の収入状況についてでございますが、表３に記載のとお

りでございます。 

 続きまして、５、監査についてでございます。両監査委員により、１０月５日、８日及

び１４日に令和２年度決算審査を実施していただきました。また、同月５日に令和２年度

基金運用審査を実施していただきました。 

 続きまして、６、契約状況についてでございます。今期は、工事請負契約２件を締結し

ております。詳細につきましては、行政報告資料に記載してございます。御参照いただき

たいと思います。 

 続きまして、３ページ、ごみ処理施設関係でございます。 

 初めに、１、ごみ及び資源物の搬入状況についてでございます。 

 今期における関係市のごみの総搬入量は、表４－１に記載しておりますとおり、１万7,

６３６トンでございます。これは、昨年同期と比較しまして、２１５トン、1.２％の減少

となっております。 

 内訳といたしましては、可燃ごみは、４ページの表４－２に記載しておりますとおり１

万5,６８１トンで、昨年同期と比較しまして、５６トン、0.４％の減少。不燃ごみは、表

４－３に記載しておりますとおり1,６５１トンで、昨年同期と比較しまして、１９２トン、

１0.４％の減少。粗大ごみは、５ページの表４－４に記載しておりますとおり３０４トン

で、昨年同期と比較しまして、３３トン、１2.２％の増加となっております。 

 また、可燃ごみについては、多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定に基づき、小平・

村山・大和衛生組合から、８月と９月に合計1,３４５トンを受け入れました。 

 なお、関係市別、月別の各ごみの搬入量の内訳といたしましては、３ページの表４－１

から５ページの表４－４に記載しているとおりでございます。 

 表４－５でございますが、市民１人１日当たりのごみの原単位を表示してございます。 

 ６ページ、表５－１及び表５－２は、有害ごみの搬入状況を表にまとめたものでござい
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ます。 

 ７ページの表５－３につきましては、動物死体の搬入状況でございます。 

 表６は、資源物の搬入状況をまとめたものでございます。 

 今期の総搬入量は1,３２２トンで、昨年同期と比較しまして、４９トン、3.６％の減少

となっております。 

 続きまして、８ページ、２、施設の稼動状況について、（１）柳泉園クリーンポートに

ついてでございます。 

 まず、工事関係については、１０月に１号炉及び共通設備の定期点検整備補修を実施す

るとともに、検量棟ごみ計量器３台の更新工事を実施いたしました。 

 測定関係につきましては、排ガス中のばい煙測定は、８月に１号炉と３号炉、９月に１

号炉と２号炉、１０月に２号炉と３号炉で実施し、排ガス中のダイオキシン類の測定は９

月に実施しております。 

 下水道放流水測定につきましては、毎月実施しております。 

 次に、放射能関係の測定は、焼却灰等と排ガス中の放射性物質濃度測定を毎月１回、敷

地境界の空間放射線量測定を毎週１回行っております。これらの結果は、１１ページ、表

１２－１から１２ページ、表１２－３に記載してございます。 

 可燃ごみの内容物調査につきましては、８月に私車２台、９月に私車３台、１０月に私

車４台に対して実施しております。さらに、１０月には、可燃ごみの混入不燃物調査とし

て、関係市ごとに公車、私車を各１台、合計６台に対して実施しております。 

 続きまして、９ページ、表７、柳泉園クリーンポート処理状況でございますが、クリー

ンポートで焼却しております可燃物等の焼却量は、小平・村山・大和衛生組合からの広域

支援分の1,３４５トンを含めまして、合計で１万8,５５９トンでございます。昨年同期と

比較しまして、1,０６７トン、6.１％の増加となっております。 

 表８及び表９は、ばい煙とダイオキシン類の測定結果を記載してございます。それぞれ

排出基準に適合いたしております。 

 １０ページの表１０につきましては、水銀濃度分析計による測定結果を記載しておりま

す。今期の検出はございませんでした。 

 表１１は、下水道放流水の各種測定結果を記載してございます。こちらにつきましても、

排除基準に適合いたしております。 

 続きまして、１３ページ、（２）不燃・粗大ごみ処理施設についてでございます。既に
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御報告済みではございますが、９月２９日に不燃・粗大ごみ処理施設破砕物集積場内で小

型掃除機に内蔵された電池を原因とする火災が発生いたしました。火災の規模はごく小規

模なもので、人的な被害もなく、施設が損傷するような被害もなかったことが幸いでござ

います。詳細につきましては、後ほど担当より報告させます。 

 施設の整備状況といたしましては、今期は、８月に７月より引き続き実施していた定期

点検整備補修を完了させるとともに、９月にバグフィルター清掃を実施いたしました。 

 続きまして、不燃・粗大ごみ処理施設の処理状況については、表１３に記載してござい

ます。不燃・粗大ごみ処理量は1,９５５トンで、昨年同期と比較しまして１５９トン、7.

５％の減少となっております。 

 続きまして、（３）リサイクルセンターについてでございます。今期は、９月から１０

月にかけて定期点検整備補修を実施し、完了いたしました。 

 続きまして、表１４、リサイクルセンター資源化状況でございます。資源化量は1,３２

２トンで、昨年同期と比較しまして、４９トン、3.６％の減少となっております。 

 続きまして、１４ページの３、最終処分場についてでございます。焼却残渣は、引き続

き東京たま広域資源循環組合日の出町二ツ塚処分場内のエコセメント化施設に全量を搬出

しております。広域支援をしております小平・村山・大和衛生組合の分を除く当組合分の

今期の搬出量は1,６６７トンで、昨年同期の大崎市の４０トンを除いた1,８５６トンと比

較しまして、１８９トン、１0.２％の減少となっております。 

 続きまして、４、不燃物再利用状況についてでございます。不燃・粗大ごみ処理施設及

びリサイクルセンターで発生いたしました不燃物や屑ガラスにつきましては、埋立処分を

せずに、ガス化溶融による燃料ガスや路盤材として再利用を行っております。再利用の状

況につきましては、表１６に記載しているとおりでございます。 

 続きまして、１５ページ、し尿処理施設関係でございます。１、し尿搬入状況について

でございますが、今期のし尿総搬入量は１２０キロリットルで、昨年同期と比較しまして、

１４キロリットル、１0.４％の減少となっております。表１７－１から表１７－３に搬入

状況の詳細を記載してございます。 

 続きまして、１６ページの２、施設の稼動状況についてでございますが、今期は７月か

ら引き続き１０月まで定期点検整備補修を実施し、完了いたしました。また、９月に脱臭

塔活性炭交換を実施し、完了いたしました。 

 表１８のし尿処理施設における下水道放流水測定結果につきまして、それぞれ排除基準
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に適合いたしております。 

 続きまして、１８ページ、施設管理関係、１、厚生施設についてでございます。 

 まず、（１）施設の利用状況についてでございますが、７月１２日から９月３０日まで

緊急事態宣言が発出されたことに伴い、屋内施設の営業時間を１時間短縮いたしました。

また、浴場施設は、７月３１日から８月１４日まで落雷による給水設備の故障の影響で臨

時休業いたしました。 

 １０月１日から緊急事態宣言が解除されたため、通常営業となりましたが、同月６日か

ら２９日までの間、柳泉園クリーンポートの定期点検整備補修実施に伴う蒸気供給の停止

に併せて、設備点検、井戸ポンプ交換補修等を実施したため、屋内施設を臨時休業といた

しました。 

 各施設の利用状況につきましては、昨年同期と比較いたしますと、まず野球場につきま

しては利用回数が３９０回で、昨年同期の３３９回に対して、５１回、１5.０％の増加。 

 テニスコートの利用回数は1,７３８回で、昨年同期の８０７回に対し、９３１回、１１

5.４％の増加。 

 会議室の利用時間数は８７９時間で、昨年同期の６６２時間に対して、２１７時間、３

2.８％の増加。 

 室内プールの利用者数は１万5,５０７人で、昨年同期の１万6,８８０人に対して、1,３

７３人、8.１％の減少。 

 浴場施設の利用者数は１万1,１１５人で、昨年同期の１万6,７００人に対して、5,５８

５人、３3.４％の減少。 

 トレーニング室の利用者数は２９６人で、昨年同期の３９０人に対して、９４人、２4.

１％の減少となっております。 

 詳細につきましては、表１９－１から１９ページの表１９－３までに記載してございま

す。 

 また、（２）施設の収入状況でございますが、表２０に記載しておりますとおりでござ

います。 

 続きまして、２０ページ、（３）施設の管理状況についてでございますが、室内プール

及び浴場施設の水質測定結果を表２１及び表２２に記載してございます。いずれも水質基

準以下で管理を行っております。 

 また、行政報告資料といたしまして、「不燃・粗大ごみ処理施設の火災について」、
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「令和４年度小平・村山・大和衛生組合の広域支援について」、「柳泉園組合厚生施設に

おけるモニタリング指針の概要について」、「清柳園焼却施設における土壌調査結果及び

今後の事業展開について」及び「不燃・粗大ごみ処理施設耐震診断結果について」を担当

から説明させていただきます。 

 以上、簡単ではございますが、行政報告とさせていただきます。 

○資源推進課長（横山雄一） それでは、行政報告資料３ページの「不燃・粗大ごみ処理

施設の火災について」を御覧ください。 

 ９月２９日水曜日、午後３時５０分頃、不燃・粗大ごみ処理施設破砕物集積場内で火災

が発生いたしました。 

 現場作業員が火災発生を確認し、直ちに初期消火及び職員により消防機関に通報を行い

ました。消防機関が到着し、消防機関の現場検証の結果、小型掃除機に内蔵されたリチウ

ムイオン電池が火災の原因であると断定されております。 

 この火災による人的被害及び設備の損傷はなく、ごみの搬入にも影響はございませんで

した。 

 防止対策といたしまして、関係市に適切な分別収集を文書で依頼し、市民に対して分別

の徹底の協力をホームページ等で周知、また、１１月発行のりゅうせんえんニュースにも

記事を掲載する予定でおります。 

 今回の火災で、近隣住民の皆様及び関係者の皆様に御迷惑をおかけしたこと、大変申し

訳なく思っております。今後も引き続き火災、爆発防止に努め、火災や爆発の原因となる

スプレー缶、ガスボンベ及びリチウムイオン電池の対応について関係市と協議し、具体的

で効果的な対策を検討していきたいと考えております。 

○総務課長（米持譲） それでは、「令和４年度小平・村山・大和衛生組合の広域支援に

ついて」を御説明いたします。 

 ４ページを御覧ください。初めに、多摩地域においては、相互支援協力の事態が発生し

た場合、広域な処理を円滑に実施するため、多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定書を

多摩地域全市町村及び一部事務組合で締結をしております。今回の広域支援につきまして

は、当該協定書及び実施要綱に基づく広域支援でございます。 

 １の広域支援依頼団体は、小平・村山・大和衛生組合でございます。小平市中島町に設

置されている、小平市、武蔵村山市及び東大和市で構成する一部事務組合でございます。 

 ２の広域支援依頼理由は、令和７年９月末に竣工する新ごみ処理施設の建設工事に伴う
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もので、３炉中１炉を解体し、残りの２炉で処理を行うこととなります。その際、定期補

修等で処理できない期間について広域支援をするものでございます。 

 ３、支援期間は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までとなります。 

 ４、支援依頼量は約3,５００トンです。 

 ５、廃棄物種別は、可燃ごみとなります。 

 ６、支援根拠については、多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定書第３条第２号に基

づく支援となります。 

 ７、支援団体は、ふじみ衛生組合、西多摩衛生組合及び当組合の３団体となります。 

 ８、受入手数料は、１トン当たり３万8,０００円となり、これは、事業系ごみ処理手数

料の小平市・武蔵村山市・東大和市を除く多摩地域平均単価でございます。 

 ９には、今後の予定を記載しております。今後、小平・村山・大和衛生組合に広域支援

の正式回答を行い、３月下旬に契約締結、令和４年４月から受入れとなります。 

 その他資料として、小平・村山・大和衛生組合からの広域支援の依頼文書、広域支援体

制実施協定書及び要綱などを添付しておりますので、御参照ください。 

 広域支援については、以上でございます。 

○施設管理課長（濵田伸陽） それでは、２４ページの「柳泉園組合厚生施設におけるモ

ニタリング指針の概要について」を説明します。 

 １、はじめにでは、柳泉園組合が厚生施設の運営を指定管理者に委ねた理由や、モニタ

リングを実施する理由を記載しております。 

 ２、ＰＤＣＡサイクルによるモニタリングでは、指定管理者による厚生施設の管理運営

にあたって、単年度の状況を評価するだけではなく、その評価を指定期間内における管理

運営の改善につなげていくことで、持続的改善の仕組みを確立します。そのため、こちら

に記載しているＰｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（評価）、Ａｃｔｉｏｎ

（改善）の４段階を事業の１サイクルとするＰＤＣＡサイクルを確立します。 

 ２５ページを御覧ください。３、モニタリング概要図では、前ページで説明しましたＰ

ＤＣＡサイクルを実施するためのフロー図が示されておりますが、このフロー図の矢印方

向に沿って、①プランから④のアクションまでに記載のあるおのおの対応を実施していき

ます。 

 また、フロー図の上段に示してあります柳泉園組合と施設利用者、市民及び周辺住民と

のつながりでは、苦情、要望を受けて、これに対する説明責任と公表を実施していきます。 
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 このため、指定管理者は、施設利用者、市民、周辺住民の皆様からの利用者アンケート

を実施し、集計結果を柳泉園組合側にも報告します。また、苦情、要望についても、指定

管理者が受けた内容は、柳泉園組合側も共有します。このアンケート結果や苦情、要望の

対応は、指定管理者は柳泉園組合の助言を踏まえながら適切な対応を図っていきます。 

 次に、４のモニタリングスケジュールについてです。上から１つ目の区分ですが、年度

開始前の３月に指定管理者により年次事業計画書が提出されます。その後、モニタリング

における１年間のスケジュールを示しております。 

 下から４つ目の区分になりますが、年度の事業運営終了後、指定管理者により年次事業

報告書が次年度の５月に提出されます。この報告書や各月の業務月報などをもって、一次

評価を６月に、最終評価を７月に行い、評価結果については８月にホームページなどで公

表していきます。 

 ２６ページを御覧ください。５、モニタリングの方法について説明します。モニタリン

グの方法には、（１）通常モニタリングと（２）定期モニタリングの２つの方法により実

施します。 

 （１）通常モニタリングでは、日報、月報などの確認、実地調査による確認、連絡調整

会議により、指定管理者と情報交換、業務調整などを行い、柳泉園組合として指導監督を

していきます。 

 （２）定期モニタリングです。記載のとおり、一次評価と最終評価を実施しますが、一

次評価は指定管理者の自己評価と担当課による評価、最終評価は指定管理者評価委員会に

よる評価を実施します。 

 ２７ページを御覧ください。６、評価シートの評価項目（概要）について説明します。 

 前ページで説明しました定期モニタリングの指定管理者による自己評価、担当課の評価、

最終評価は、ここに記載する評価項目一覧により評価し、点数化していきます。 

 ２８ページを御覧ください。ここには、５、４、３、２、１と点数ごとに評価の指標が

示されております。この評価指標に基づき、前ページで説明しました評価項目一覧の細項

目ごとに点数を配点していきます。そして、最終評価の区分に当てはめ、合計点数が８０

点以上であればＡＡの最優良、７０点以上であればＡの優良、６０点以上であればＢの適

正、５０点以上はＣの要努力、５０点未満はＤの要改善となります。 

 ２９ページを御覧ください。７、改善指導では、管理者は、最終評価の結果、指定管理

者の管理状況が協定書、仕様書、事業計画書などに定めた水準に達していないと認めた場



１３ 

 

合には、改善指導書に基づき速やかに業務の改善を指示します。改善指導を受けた指定管

理者は、改善計画書を作成して管理者に提出することとします。 

 ８、評価決定の利活用として、評価結果を次回指定管理者選定時の加減点に活用するな

どのインセンティブ・ペナルティー制度を導入することで、指定管理者の意欲向上につな

げます。 

 以上で、「柳泉園組合厚生施設におけるモニタリング指針の概要について」の説明を終

わります。 

 続きまして、「清柳園焼却施設における土壌調査結果及び今後の事業展開について」を

説明します。 

 ３０ページを御覧ください。１、埋設廃棄物の性状では、こちらに記載されているとお

り、（１）から（４）までの理由により埋設廃棄物が焼却灰であることが分かりました。 

 ２、埋設廃棄物の範囲ですが、ここに記載されているとおり、アからウまでの理由によ

り、焼却灰がほぼ敷地全体に及んでいるものと推定されています。 

 ３１ページを御覧ください。図１においては、この赤く示されている部分が、焼却灰が

埋設されている範囲として推定されています。 

 続いて、（２）の埋設廃棄物の深さ方向の分布範囲は、アから次のページに記載するエ

までの理由によって、現段階の調査結果では、深さ３メートルぐらいのところまで焼却灰

が存在することが推定されています。 

 ３２ページを御覧ください。３、埋設廃棄物に起因する土壌、地下水の影響について、

（１）土壌の影響についてです。土壌調査については、下の図２のように、清柳園敷地内

を格子状に１０メートル四方の単位区画で区分し、単位区画ごとに第一種特定有害物質の

土壌ガス、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の表層土壌の調査を実施しました。 

 それでは、アの第一種特定有害物質です。図２のとおり、テトラクロロエチレンが敷地

の南西２区画で検出されたことから、土壌のテトラクロロエチレンの汚染の可能性がござ

います。なお、土壌ガスにおける基準はありませんが、土壌ガスが検出されたことにより

汚染の可能性があるため、次期調査において土壌の溶出量試験により汚染の有無を評価し

ます。 

 ３３ページを御覧ください。イ、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の汚染の

範囲を図３に記載しております。今回の調査では、第二種特定有害物質である鉛による土

壌含有量基準を上回る区画が認められており、これらの区画は土壌含有量基準に適合して
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おりません。 

 ３４ページを御覧ください。ウ、ダイオキシン類に関しては、約1,０００平方メートル

に１地点を目安として、３地点において調査を実施しました。 

 図４の表層土壌のダイオキシン類が基準を超過した地点を示しております。３地点の分

析を実施しましたが、北側の２地点において基準を超過しております。 

 次に、（２）の地下水の影響についてです。３５ページを御覧ください。表１の地下水

水質分析結果を見ていただきますと、敷地周辺に４か所の周縁地下水観測孔を設置して地

下水を採水し、水質分析を実施しました。なお、この４か所の周縁地下水観測孔の設置位

置ですが、議会開催前に追加資料として配布しました図のとおりでございます。 

 地下水の汚染状況を令和３年８月１０日と９月１５日の２回にわたり確認したところ、

表１に示すとおり、８月１０日にＷ－４の位置で鉛について基準値を超過しており、また、

地下水のダイオキシン類については、Ｗ－２とＷ－３の観測孔において、令和３年８月１

０日及び９月１５日の両日の採水で地下水の基準を超過しております。 

 なお、表１に示されている白抜きされている部分では、ヒ素、テトラクロロエチレン、

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ホウ素が検出されておりますが、基準値は満たしておりま

す。灰色の部分の物質の測定結果についても不検出ということでありますので、この物質

による地下水への影響はございません。 

 ３６ページを御覧ください。４、土壌汚染状況調査、次期調査の実施について、東京都

多摩環境事務所環境改善課土壌地下水対策担当に、今回の調査結果の報告とともに今後の

解体工事に向けた調査方法について相談に行き、さらに詳細な調査を実施することとなり

ました。そこで、次年度に実施する土壌調査は、東京都に助言をいただきましたが、その

次期調査の概要については、（１）第一種特定有害物質の土壌溶出量の調査、（２）第二

種特定有害物質及び第三種特定有害物質の土壌溶出量試験、土壌含有量試験、（３）の対

象地、境界の地下水の調査、３７ページに記載されておりますダイオキシン類の土壌調査

となります。 

 ３７ページを御覧ください。５、解体事業スケジュールについてでございます。 

 ここに記載のある飛散防止シートの設置においては、東京都の指導により、安全を期す

ため、鉛やダイオキシン類による環境基準不適合土壌の直接摂取、飛散防止の対策の一環

として、敷地内をシートにより覆う対策を講じることの指導を受けました。現在、施工に

向けて仕様書の作成及び起工価格の積算を進めている状況でありますが、早期に施工が完
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了するよう進めてまいります。 

 次に、各年度の実施スケジュールについては、令和３年度中に建屋、プラント機器類解

体工事費用の算出、解体工事設計、土壌汚染状況調査（次期調査）の調査計画の策定、令

和４年度に土壌汚染状況調査（次期調査）の実施、令和５年度の上半期には土壌汚染対策

工事等を含めた費用の算出及び設計を行い、下半期には解体工事発注を行い、令和６年度

に解体工事を実施していく想定をしておりますが、令和４年度の次期調査の進捗及び結果、

解体工事事業費などによっては、スケジュールを見直すことがございます。 

 ６、周辺住民等の公表について、今後、土壌調査結果については、清柳園周辺住民の各

世帯へ訪問し、チラシを配布させていただくとともに、また、柳泉園組合ホームページ、

りゅうせんえんニュース等でも公表していくこととします。 

 ７、人の健康への影響について、現地は、関係者以外の立入りはできない状況であり、

鉛の土壌含有量及びダイオキシン類の基準超過となった土壌は、直接的に摂取するリスク

はございません。また、ダイオキシン類の地下水水質の基準超過は、周辺地に飲用井戸は

確認されず、地下水を経由して摂取するリスクもないことから、健康への影響はないもの

と考えております。 

 以上、「清柳園焼却施設における土壌調査結果及び今後の事業展開について」の説明を

終わります。 

○資源推進課長（横山雄一） それでは、資料の３８ページ、「不燃・粗大ごみ処理施設

耐震診断結果について」を御覧ください。 

 不燃・粗大ごみ処理施設は竣工から４６年が経過し、建屋の老朽化が進んでいることか

ら、本年度耐震診断を行い、１０月１日付で耐震診断委託の報告書が提出されましたので、

その結果を御報告するものでございます。 

 今回の資料につきましては、耐震診断委託報告書の一部を抜粋し、まとめたものでござ

います。 

 まず、１、建築物について。（１）対象の建物は、不燃・粗大ごみ処理施設でございま

す。（２）竣工は昭和５０年２月で、昭和５９年及び昭和６１年に設備の改造を行ってお

ります。（３）構造・規模・架構は、鉄骨造り、地上２階、ブレース構造及びラーメン構

造でございます。面積及び高さは記載のとおりとなっております。（６）構造的特徴につ

いては、平面形状、立体形状、屋根形状、架構形式及び使用部材など現況を記載しており

ます。 
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 ２の耐震診断実施者は、株式会社綜企画設計西東京支店、契約期間は４月１日から１０

月１日まで、契約金額は３０８万円となっております。綜企画設計につきましては、当組

合の厚生施設プール棟等大規模修繕工事実施設計委託や厚生施設プール棟等大規模改修工

事監理業務委託などの契約実績がございます。 

 次に、３、耐震診断の概要でございます。（１）実施年月は令和３年５月から７月。

（２）耐震診断の方法の名称については、「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の

耐震診断および耐震改修指針・解説」を基に今回の診断を行っております。 

 ３９ページ、（３）実地調査の概要については、現場等で実施した調査について記載し

ております。 

 アの構造部材断面調査では、部材の保有断面、配筋状況や寸法等を調査し、伏図及び断

面リスト等の図面を復元しております。 

 イ、履歴外観調査では、屋根や外壁のひび割れや劣化による漏水跡が認められました。

建物に不同沈下はないと判断されております。 

 次に、ウ、コンクリート強度等調査では、圧縮強度試験の結果、平均強度が設計基準強

度を若干下回りましたが、低強度コンクリート以上であることが確認できております。ま

た、中性化深さ試験では、基準値３０ミリに達しているのは部分的で、中性化対策の必要

はないとなっております。 

 エの鉄骨接合部の調査では、接合部の溶接は隅肉溶接で、各所に塗装の劣化や点さびが

認められましたが、鉄骨部材の損傷や変形は認められておりません。 

 オ、主要設備機器の調査では、全体的にさびの発生が認められ、設備の一部で柱材やベ

ースプレートの断面減少、アンカーボルト頭部の欠損が認められております。 

 カの非構造部材の調査では、屋根材に劣化及び雨漏り跡が認められ、外壁には一部にひ

び割れや劣化箇所があり、補修が必要となっております。また、設備配管や配線が吊りフ

ックで固定されておりますが、振り止めがなく、揺れによる落下の危険性が懸念される結

果となっております。 

 次に、４、耐震診断結果でございます。（１）構造耐震判定指標は、Ｉｓｏ値0.６で判

定しております。（２）耐震診断結果は、Ｘ方向負加力時に建物全体及びＣ通りで構造耐

震判定指標を下回る結果となり、耐震補強の必要がありと判定されております。Ｙ方向に

つきましては、５通りを除いた全てのケースで構造耐震判定指標を上回る結果となってお

ります。５通りが下回った要因は、磁選機の全重量を５通りの架構のみで負担したためで、
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屋根面の水平ブレースにより５通りの余剰重量を隣接フレームに伝達可能であり、地震力

を建物全体に負担できることから、補強の必要はないと判断されております。 

 次のページの耐震診断結果表（現状）を見ていただきますと、一番右側の判定でＮＧと

なっているところが、今回指標を下回ったところとなっております。Ｘ方向の負加力の全

体及びＣ通り、Ｙ方向の正加力及び負加力の５通りでＩｓ値が0.６を下回っていることが

分かります。 

 次に、５の補強案につきましては、（１）補強内容は、３か所に鉛直ブレースの新設、

１９か所の鉛直ブレースを新しいものに交換、また補修に伴う壁面の補修となっておりま

す。 

 以上の補強をすることで、構造耐震判定指標を満足する結果となります。 

 （２）補強箇所につきましては、別紙Ａ３の資料を御覧ください。青色の部分が新設す

るブレース、赤色が交換するブレース箇所となっております。こちらは、不燃・粗大ごみ

処理施設の横の壁を図面化したものでございます。一番上が不燃・粗大ごみ処理施設の裏

側の壁、真ん中とその下の図面が前面、表側の壁となっております。 

 次に、（３）補強後耐震診断結果では、Ｘ方向については全てＩｓ値が改善されており

ます。 

 （４）補強案概算費用につきましては、約1,０００万円を見込んでおります。 

 最後に、６、今後の対応といたしましては、当該施設は竣工から４６年を経過し、建物

の老朽化が進んでいる状況で、昨年に更新における方向性を示しておりますが、現時点で

更新時期は未確定でございます。耐震診断の結果、耐震補強が必要と判定されたことを受

け、当組合としては、発災時の作業員の安全確保及びごみ処理の停滞を防ぐため、補強工

事の内容、費用及び方法等を精査した上で、来年度予算計上に向け対応を協議してまいり

ます。 

 以上、耐震診断結果の報告でございます。 

○議長（鈴木たかし） 以上で行政報告が終わりました。 

 これより行政報告に対する質疑をお受けいたします。質疑のある方は挙手にてお願いい

たします。 

○９番（佐々木あつ子） 御説明ありがとうございました。私は、清柳園の焼却施設につ

いての質問をしたいと思います。 

 かねてから地域の住民の皆さんも清柳園の解体がいつからかというようなことで大変不
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安を感じていらっしゃる方もいるのですけれども、詳細にわたって土壌の調査をやってい

ただいて、今後のスケジュールもロードマップでもお示しをしていただいているところで

す。少し様子を伺いたいと思っているのですけれども、結果は３メートル程度の焼却灰だ

ったということが分かったということなのですが、かなり年数が、３メートルとなると、

焼却灰を清柳園に持ってきて埋め立てていたというか、そういう時期があったわけですよ

ね。それがまず言えるのだと思いますけれども、どのぐらい前からそのような実態が、そ

れはエコセメント化してという時代でないときからのお話だと思いますけれども、少しそ

の辺も教えていただければと思っております。 

 それから、以前頂いていた資料に、清柳園の敷地内で発見された水銀入りの広口びんや

薬品入りのびんが幾つか見つかって、東京都にその分析をお願いしたということで、そう

いう説明を一度受けているのですけれども、こういった物質の最終の判断はどんなものだ

ったのかとか、処理するにあたって専門業者に委託をして対応していきたいということの

御見解がありますけれども、これについては現在どうなっているのかということです。２

つ目がそれです。 

 それから、台風によって、電気集塵機が倒れかかったときにそれを撤去していただいた

り、いろいろやってはいただいているのですけれども、一連の清柳園を解体するスケジュ

ールをぜひ住民の皆さんに、チラシ等のものではなく、先ほど訪問しながら周辺の皆さん

には説明していきたいというようなお話がありましたけれども、３つ目にお尋ねしたいの

は、周辺の住民の皆さんに説明会をやっていただけないかなと思っています。これはどの

タイミングでやるかというのは本当に課題になるところですけれども、ロードマップを見

せていただきますと、令和３年度、市民への周知、これは一番最後の四角の中に丸がある

ので１２月ぐらいに、多分このチラシのお話かと思いますけれども、一応スケジュール的

には市民への周知というのもロードマップには載っているのですね。要は中身なのですよ。 

 住民の説明会を開いていただきたいことについての御見解を伺いたいことと、それから、

先ほど、土壌でダイオキシン類と鉛の基準超過となったものがあったということで、３７

ページの最後のところに、周辺地に飲用の井戸もなくということをおっしゃっているので

すけれども、清柳園がある場所の周辺というのはどの範囲までを言っていらっしゃるのか。

清瀬市の場合は、災害時の飲用水、井戸水を生活水とされていますけれども、それは煮沸

して飲用してもいいということで、いくつか下宿地域ではあるのですね。ですので、周辺

地域と言っている、指定している範囲というのがどこのことをおっしゃっているのか、大
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丈夫だよという根拠は何なのか、その辺を御説明いただきたいと思います。 

○施設管理課長（濵田伸陽） 御説明させていただきます。 

 まず、１つ目の清柳園焼却施設に灰が埋め立てられたのは、スケジュールとしていつか

らいつまでに及ぶのかという質問だと思うのですが、清柳園焼却施設においては１９６８

年、昭和４３年に、当時、清瀬町が塵芥焼却場として稼動を開始しました。その後、１９

７０年、昭和４５年ですが、当時の清瀬町が柳泉園組合に加入し、１９８５年、昭和６０

年に稼動停止に至るまで、約１７年間にわたって清柳園焼却施設が稼動しました。１９６

８年の稼動開始から１９８５年の稼動停止までの間のいつからいつまでは、明確には記録

もないので説明はできませんが、その期間内に焼却灰が敷地内に埋め立てられたと考えら

れます。 

 続きまして、以前、水銀が清柳園の敷地の中に不法投棄されたということと、また不明

な薬品が何点かあったということで、そちらにつきましては、適切に専門業者に処分の委

託をしまして、現在、薬品についても、水銀についても処理を行っております。 

 続きまして、住民説明につきましては、今回、土壌汚染調査の結果は、周辺住民へのチ

ラシの配布、柳泉園組合ホームページ及びりゅうせんえんニュースにより公表を考えてお

りますが、特に近隣周辺住民への周知においては、各世帯の訪問により、先ほど説明した

ように説明していく方法を考えております。 

 また、周辺住民の方への説明は、東京都環境局多摩環境事務所や清瀬市及びコンサルタ

ントの専門家の意見も踏まえ、土壌汚染調査を実施した経緯、土壌汚染調査結果への汚染

拡散リスク、地下水の状況、今後の事業の取組及び対応窓口を資料に記載し、周辺住民と

柳泉園組合において双方向の意見交換ができるような体制を図っていきたいと考えており

ます。また、関係市民の周知においても、ホームページ、りゅうせんえんニュースにて公

表していきたいと考えております。 

 さらに、今後、次期土壌汚染状況調査の結果が出た段階での周辺住民への周知において

も、結果が出た段階で周辺住民及び議会へ周知していきたいと考えており、また、予定ど

おり令和５年度の土壌汚染対策工事を含めた清柳園解体工事の発注が進めば、その前段階

で住民説明会を開催することも視野に入れ、周辺住民の方への周知については検討してい

きたいと考えております。 

 それから、井戸の関係でございます。今回、地下水の基準超過となっておりますが、地

下水におきましては、河川の方向に流れているということを推測しています。その理由と
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しましては、今回設置した地下水の観測孔の水位を確認すると、南側は水位が高く、北側

は水位が低いため、恐らく河川側に向かって地下水は移動していると。今後も、今年度実

施した測定に引き続き、来年度も定期的に地下水をサンプリングして水質状況を確認しま

す。 

 また、河川の水質状況につきましては、定期的に東京都が清柳園からさらに下流側の清

柳橋付近で採水をし、分析を実施しております。この結果については、東京都環境局のホ

ームページにも公表しており、この数値も規制値を満たしております。そこで環境の負荷

への影響はないと考えております。 

 また、実施設計を依頼している技術者の説明によると、地下水の汚染の健康被害につい

ては、地下水内の有害物質は移動中に希釈されたり、土壌に吸着されたり、分解されたり

して希薄になります。鉛の到達距離は汚染地点から約１００メートル、ダイオキシン類は

それよりも短い距離と言われております。汚染到達距離圏内の敷地内には飲用井戸が確認

されておらず、これにより地下水による健康への影響はないと考えております。 

○議長（鈴木たかし） 議長より傍聴人の方に申し上げます。 

 当議会内においては撮影は禁止されておりますので、撮影はおやめください。 

 もう１つ、議長からお願いがございます。議場内においてはマスクをされるようにお願

いいたします。よろしくお願いします。 

○９番（佐々木あつ子） ありがとうございました。住民の説明会を準備していきたいと

いうような御答弁だったかと思います。清瀬市と協力して、ぜひそれを実現していただき

たいと思います。 

 それで、１つは、解体工事が始まるまでかなりまだ年数があるのですけれども、３７ペ

ージにそれまでの対策として飛散防止シートの設置を行うということの御説明がありまし

た。具体的にはどういうシートで、どういうふうにその部分を覆って、その管理はどうさ

れるのかということを１つお伺いしたいと思います。 

 同時に私は、大変なことがこれからあるのだなというのは、土壌の汚染処理をこれから

されるわけですよね。次期の調査を行った後に、調査結果がはっきりした後に、それが3,

０００平方メートルで３メートル、その土壌処理をするのに頂いた資料によると４億5,０

００万円かかるということで、実は解体費用よりもかなりお金がかかるということで見込

まれております。これがどういう期間をもってやられるのか。それから、この跡地は柳泉

園組合と清瀬市との間でどのように活用していくのかというのはこれからの協議かと思い
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ますけれども、見通しというか、何かお考えがあるようでしたら教えていただきたいと思

います。 

 ２点、お願いします。 

○施設管理課長（濵田伸陽） それでは、シート養生について、どういう目的で、どうい

う方法でということでの御質問かと思います。土壌汚染対策法では、汚染が出た場合は、

その基準超過の値が出たエリアを養生して、土壌の飛散防止に努めることとなっておりま

す。東京都に土壌汚染調査結果の報告をさせていただいた際に、そのような指導を受けま

した。 

 また、当該敷地内は、シート養生する上でプラント機器などの障害物があったり、雑草

が多いこと、敷地内が整地されていないこと、境界付近には法面などもあり、シートで養

生するには施工上難点がございます。このようなことから、現在、専門業者に施工方法も

相談しつつ、養生経費等がどのぐらいかかるのか、いろいろ起工価格の積算をしている段

階でございますが、一般的に土木でよく使われている防草シートといいますか、そういっ

た施工をして、なおかつ、やはり風もあるとめくれる可能性もありますので、その辺はし

っかり職員で定期的に１週間に１度は定期点検をしていくような考えがありまして、めく

れた際にはきちんとまた補修もしていくという考えがございます。 

 続きまして、今後の土壌対策工事というところでございます。土壌汚染対策工事におい

ては、来年度の次期調査により焼却灰の埋立量及び汚染土壌の範囲を詳細に調査すること

としております。この調査結果によって、汚染土壌に対する具体的な土壌汚染対策工事の

設計及び事業費を算出することとしております。 

 現段階のスケジュールでは、令和４年度末までに実施する時期、土壌汚染状況調査の結

果に基づきまして、令和５年度の上半期までに土壌汚染対策工事の詳細設計及び工事費の

算出を行うスケジュールとしているため、この調査の進捗結果、土壌汚染対策工事の事業

規模によっては令和５年度以降のスケジュールにおいても見直すことが考えられますし、

また、その工事事業費においても関係市と協議しながら進めていきたいと考えております。 

 それから、跡地利用の関係でございますが、跡地利用につきましては、やはり関係市と

の事務連絡協議会などにおいて検討している状況ではありますが、引き続き解体事業の進

捗と並行して関係市と協議、検討していきます。 

○４番（後藤ゆう子） それでは、大きく３点質問させていただきます。 

 １点目は、行政報告１ページの見学者についてです。ホームページでは、１０月１日か
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ら見学を再開していますという案内が出ていたのですけれども、見学者は一度に１０名と

いうような言及もされているのですけれども、１０名だと少し学校の社会科見学は厳しい

のかなと思っています。１０月から再開の割には、１０月はまだ０人。学校などは先の予

定を立てるので、まだ１０月はないのかなと思うのですけれども、学校の社会科見学の対

応はどうなっているのかということと、二、三日前、ＮＨＫで、小学校の先生が社会科見

学の先をあちこちに電話をしてもなかなか決まらないという、教師の負担が増えていると

いう報道もあったので、ぜひ受入れをお願いしたいと思うのですけれども、その辺の見解

と、あと、子ども用ＤＶＤを作成して、各学校へ要望があれば貸し出すという答弁が以前

あったと思うのですけれども、その貸出し状況。この３点を見学について関連してお尋ね

いたします。 

 ２点目が、資料の２４ページの指定管理者のモニタリング指針の概要についてです。柳

泉園組合が指定管理者制度を実施するのは今回初めてで、コロナ禍の船出で指定管理者も

大変な時代にスタートというところでお気の毒だったのですけれども、この指標をこうや

って公開してくださったことはよかったと評価したいと思います。これはどこか参考にさ

れた市か団体があるのかということと、それから、これは以前に質問をさせていただいた

こともあるのですけれども、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言なので施設を

閉めざるを得ないとか、時短とか、事業内容の急な変更なので、事業計画と思ったように

事業が開かれない場合の損失補填のようなものを考えているのかということ、その後それ

がどうなったのかということと、落雷で２週間ほど施設を閉じなければいけないとか、新

型コロナウイルス感染症もそうですけれども、想定外のことが起こったときに柔軟に事業

計画の変更であるとか、指定管理料の積算を変えられるのかというところをお伺いいたし

ます。 

 最後、３点目は、不燃・粗大ごみ処理施設の耐震化ですけれども、これは、夏に震度５

弱がこの地域でもありましたので、なるべく早く工事着工をされることを私も希望するの

ですけれども、Ｙ方向については補強の必要はないものと判断したというのは、るる書か

れているのでそうだと思うのですけれども、本当にこれで大丈夫なのかという一言確認し

たいのと、あと、これは来年度予算計上に向け対応を協議していくというところで、私は、

ぜひ予算化をして速やかに耐震補強工事を進めてほしいと思っているのですけれど、もし

このまま実施した場合、まだ先のことなのですけれども、施設を稼動しながら工事ができ

るのか、それとも、その期間はどこか広域で助けていただいて工事をしなければいけない
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のか、スケジュール感など分かっていればお聞かせください。 

○総務課長（米持譲） それでは、見学者の状況について御答弁させていただきます。 

 まず、現在、緊急事態宣言は解除をされたところでございますが、今までどおり３密を

防ぐ対策として、見学の受入れにつきましては１団体３０名以下として、３グループ以内

に分けまして、１０名以内での対応を図っているところでございます。今後、通常の見学

につきましては、恐らく今後発表される国、東京都のガイドラインを見据えながら、状況

を判断していきたいと考えているところでございます。 

 また、小学校の社会科見学の対応についてでございます。確かに小学４年生の「ごみの

ゆくえ」という学習がなかなか新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の関係でできなく

なっているところでございますが、その関係で昨年度はほぼ見学がない状況でございまし

た。そのため、学校からお問い合わせいただいた際には、小学生向けのＤＶＤを昨年度に

つきましては１７件配布をしております。清瀬市で５件、東久留米市で６件、西東京市で

５件、他地域で１件という形で配布をしているところでございます。また、現在はホーム

ページで小学生向けのＤＶＤは閲覧可能な状況でございますので、そちらで閲覧ができる

状況でございます。 

 また、現在の見学者の予約の状況ですが、１２月に西東京市民の方が親子で１件入って

いる状況でございます。見学の状況は以上でございます。 

○施設管理課長（濵田伸陽） モニタリングの指針はどのような基準をもって策定してい

るのかという御質問でございます。 

 地方自治法第２４４条の２第７項による年度終了後の事業報告書の提出、同条第１０項

による公の施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理

の状況に関し報告を求め、実地調査又は必要な指示をすることの根拠規定により、各地方

公共団体は、それぞれの方法で地方自治法第２４４条の２第７項及び第１０項の規定の機

能を果たすための仕組みとして、モニタリング指針を定めたり、内規でモニタリングの方

法を取り決めたり、指定管理者との協定書の中でモニタリングの方法を示したりして、モ

ニタリングの対応をしている状況でございます。柳泉園組合では、清瀬市がモニタリング

指針を定めていましたので、この指針を参考として作成しておりますので、この指針によ

り指定管理者の事業運営のモニタリングを実施してまいります。 

 続きまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響による補償についてです。

１０月１日から通常営業に戻りまして、４月１日から９月３０日までの間に、緊急事態宣
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言などにより臨時休業や時短営業における営業自粛の要因となる利用料金等の減収分を算

定させていただき、指定管理者が東京都に申請する休業要請を行う大規模施設に対する協

力金などの収入分を差し引きまして、補償する額を算定していきます。 

 １０月以降は緊急事態宣言が解除され、営業は順調に進んでおりますが、新型コロナウ

イルス感染症の第６波のことも想定しなければなりませんが、ある一定の期日をもって算

定をさせていただき、補償の必要があれば、休業等に伴う営業保証金として次回の定例会

における補正予算に上程させていただければと考えておりまして、また、落雷、井戸故障

に伴う浴場施設の休業分や、通常営業期間を除く１０月には井戸改修工事期間の事業を行

っております。そのため、この補償等もあります。基本協定書第３８条の規定により、不

可抗力に起因して乙の損害等が生じた場合は、損害等の状況を確認した上で乙と協議を行

い、不可抗力に起因して乙に損害が生じた場合は、当該費用は合理性の認められる範囲で

甲が負担するものとするとしています。 

 また、次に、柳泉園組合営繕計画による井戸改修工事に伴いまして、井戸水を供給でき

ない期間の休業の収入減による補償は、１０月の２週間ほど、また柳泉園クリーンポート

の蒸気が供給できない以外にも延長して臨時休業しておりますので、その関係でございま

す。年度協定書第２条第３項の規定による毎年１０月の約２週間の臨時休業を設けており

ますが、令和３年度に関しては、６号井戸の補修に伴って約２５日前後の臨時休業期間を

設けること。休業期間の増加に伴って生じた収入減額分の補填は、協議により決定するも

のとしております。この協定により、指定管理者からの申請によっては、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策に伴う休業補償と同様に、次回の定例会における補正予算として

上程させていただきたいと考えております。 

○資源推進課長（横山雄一） それでは、耐震診断結果についての御質問にお答えいたし

ます。 

 まず、１点目のＹ方向を補強しなくて大丈夫なのかというお尋ねでございました。こち

らにつきましては、先ほど説明いたしましたとおり、隣接フレームに伝達可能であり、建

物全体に負担できることから補強の必要はないものと判断されておりますので、当組合と

いたしましても問題ないと認識しております。 

 次に、工事方法のお尋ねでございました。こちらにつきましては、平日も含めて土曜日、

日曜日を中心に施工する予定としておりますので、ごみの搬入に影響がないよう工事は進

めてまいります。 
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 最後に、スケジュールについてのお尋ねでございました。こちらにつきましては、今後、

当組合内で内容、費用及び方法等を精査した上で、実施設計委託も含めまして、来年度予

算編成に向け対応を協議してまいります。 

○４番（後藤ゆう子） 詳しい御答弁ありがとうございました。全て分かりました。 

 特に指定管理者のところですね。柳泉園組合にとって初めてのことなので、いろいろ戸

惑うことというか、いろいろな細かいところまで想定以上のことが起こるのかなと思って

いたのですけれども、基本協定書で様々規定されていることでありますとか、必要に応じ

て補正予算を組んで補償するところは補償するということが確認できましたので、それで

進めていただきたいと思います。 

 それから、不燃・粗大ごみ処理施設耐震工事のことは分かりました。土曜日、日曜日中

心ということで、搬入に影響がないということが確認できましたので、繰り返しになりま

すけれども、なるべく早いスケジュールで補強していただいて、作業員の方が安心して作

業できるように努めていただきたいとお願い申し上げまして、質問を終わります。 

○３番（村山順次郎） 幾つかお聞きをしたいと思います。 

 １点目は、行政視察の受け止めなのですけれども、１０月２２日金曜日に埼玉県川越市

の資源化センターに行政視察に行ってまいりました。１点目お聞きしたいのは、管理者も

同行いただきましたので、感想ですか、受け止めをお聞きしたいというのが１点でありま

す。 

 同施設は、熱回収施設を含むリサイクル施設や、啓発のための環境プラザ及び草木類の

資源化施設などを備えた施設でありました。設置にあたってはいろいろな御苦労があった

という話もお聞きをいたしました。やはり印象的だったのは、剪定枝等を破砕して、土壌

改良剤として再利用できる状態に処理をするという施設が備えられていて、大変興味深く

拝見をいたしました。改めて川越市の皆さん、御多用の中視察を受け入れていただいたこ

とにこの場を借りて御礼を申し上げたいと思います。 

 管理者の受け止めとともに、１点だけ、もし御見解があればお聞きをしたいなと思うの

ですけれども、当組合においても先ほど報告にありましたが、スプレー缶等の爆発による

火災ということは一つの課題としてございます。視察に行きました川越市資源化センター

においては、基本的には設置以来当組合で起こっているような爆発による火災というのは

起こっていないと、そういう御説明も視察の際にいただいたところであります。 

 基本的には不燃・粗大ごみ処理施設、リサイクルセンターの建て替え後にその知見も参
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考にするべきものかなとは思うのですが、一方で、現状の施設の中で、視察先の施設の取

組、あるいは設備、施設等で応用が利くものがもしあるのかどうか。事前の実踏等もされ

ていると思いますので、もしその知見が反映できるところがあるかどうか、お聞きをした

いと思います。 

 ２点目は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について改めてお聞きをしておきた

いと思います。７月から８月にかけての新型コロナウイルス感染症の拡大というのは、非

常に前例のない大きな感染症の拡大でございました。全国様々な市町村、公共団体の中の

職員にも感染が起こるということが報道もされているところであります。当組合において

も対策は取っていただいているということは、昨年から時々質問をさせていただいており

ますが、７月、８月の感染拡大も受けて、職員の皆さん、あるいは事業者の皆さんの中で

感染があったかどうか私は把握しておりませんけれども、感染そのものを１００％防ぐこ

とは物理的、技術的に無理だと思うのですけれども、職場の中でクラスター的に、あるい

は感染拡大させないという対策は必要だと。７月、８月の経験も経て、感染症対策で具体

化されているところ、補強されているところがもしあれば、あるいは今後されていく予定

のものがあれば、お聞きをしたいと思います。少し所管が分かれると思うので、柳泉園ク

リーンポートのほうでということでお答えいただければいいかなと思います。これが大き

な２点目ですね。 

 ３点目は、不燃・粗大ごみ処理施設についてお聞きをしたいと思います。最初にお聞き

したいのは、これも確認なのですけれども、東日本大震災を受けて、国土交通省から平成

２５年に耐震診断の義務化というものが示されてきて、関係市も含めてですけれども、全

国の市町村においては公共施設の耐震診断を行っていくと。必要であればその補強もする

というのが、いろいろな形で取り組まれている。ここの施設について、それも一つの契機

だろうなと思うのですけれども、当該施設は、国土交通省が言うところの義務化された施

設には該当するのかどうか。そこのところの御認識、御見解をお聞きしておきたいと思い

ます。 

 厚生施設のモニタリングについてですが、重複を避けてお聞きしたいのですけれども、

厚生施設については設置された経過というのがございます。その経過の立場からお聞きを

したいと思うのですけれども、特に利用者の御意見についてのモニタリング評価における

反映がどういうふうに工夫されているのか。関係市が持っているような類似の公共施設と

は少し役割が違う部分があるものだろうと認識しておりますので、利用者の御意見の反映
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をどういうふうに図っていくのか。ここのところは御説明を少しお願いしたいと思います。 

 清柳園についても１点だけお聞きしたいと思うのですけれども、御報告の一番最後のと

ころで人の健康への影響ということで御説明があったところなのですけれども、基本的に

は人が立ち入らない施設だという御説明があったのですね。一方で、水銀のびんが恐らく

不法投棄されていたものだろうというもので、その後対策は取られているのだろうと思う

のですけれども、基本的に常時人が常駐している施設でもないという側面からすると、防

草シート等で養生等をされるんだろうと思うのですけれども、人が立ち入らないようにす

る対策というのは、この結果を受けてもう一工夫必要なのではないかなと。あるいは既に

手だてを取ったという対策が取られているかどうか、そこのところの御見解を伺いたいと

思います。 

 最後になりますが、今、関係市においては災害廃棄物処理計画の策定が進められている

と聞いております。東久留米市では素案が議会にも示されているという段階です。あまり

くどくど引用したくないのですが、地域防災計画で想定されている被害想定に基づいて、

災害廃棄物がどのくらい発生するのかという積算がこの計画の中で示されていて、少し省

略しながら話しますが、高さ５メートルで積み上げた場合、７万8,５６０平方メートルの

仮置場が必要になるという想定なのですね。東京ドームが４万7,０００平方メートルです

から、東京ドーム1.６個分という、高さ５メートルで積み上げた場合ですけれども、その

ぐらいの災害廃棄物が東久留米市だけで生じるという想定なのですね。 

 今後、素案の中にも柳泉園組合という記述がいろいろなところにあって、関係市と柳泉

園組合との協力、連携というのが、災害廃棄物の処理にあたっては重要になってくるのだ

ろうなと思うのですけれども、関係市が素案をつくっていく。今年度中にはつくるという

段階ですから、関係市と柳泉園組合の協議というのが今後、これまでもされてきたと思う

のですが、今後もされていくと思うのですけれども、協議のスケジュール感ですね。どう

いう協議をどういうふうにしていくのかというか、見込みがもしあるようでしたら、その

ところをお聞きしたいと思います。 

○管理者（並木克巳） １点目の視察の感想というところであります。今回も視察に同行

させていただきまして、資源化センターにお邪魔をさせていただきました。まず、大変敷

地が広いところにレイアウトよく各施設が配置されて、動線もいいなという感想を持った

ところであります。そういった中で、議員もおっしゃられていた剪定枝の施設も特徴があ

ったなと感じておりますし、環境プラザも、やはり敷地が広いからああいった形の取組も
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できるのだなという感想も持っております。 

 また、議員と同じでありますけれども、今までスプレー缶等の爆発事故がないというこ

とでありまして、それは最終段階の間に途中細部の施設が加わったりということもあると

いうことで、そういった部分は柳泉園組合にはない施設だなと感じたところでありまして、

また今回の施設も大変有意義であったと思っております。 

○議長（鈴木たかし） 議長より申し上げます。 

 傍聴人の方、会議規則、傍聴規則にのっとって職員は御注意申し上げておりますので、

職員の注意にお従いいただきますようにお願いを申し上げます。お願いに応じていただけ

ない場合には退場を命ずることもございますので、御留意いただきたいと思います。 

○資源推進課長（横山雄一） それでは、まず火災、爆発対応についての御質問にお答え

いたします。 

 川越市の対応で参考にできる対応はあるかというお尋ねでございました。こちらにつき

ましては、川越市においては爆発はゼロとお伺いをしております。それは、ストックヤー

ドにおいて全て不適物を除去しているので、破砕機等には入らないということを聞いてお

ります。当組合においては、ストックヤード方式ではなくごみピットで、そこからコンベ

ヤ上に流して手選別をしているものですから、なかなか参考にできる対応はないのかなと

思っております。ですので、今後も引き続き手選別でどのような工夫をして不適物除去を

徹底できるか、対策を協議していきたいと考えております。 

 次に、耐震診断についての御質問にお答えいたします。当該施設が義務化の該当有無に

ついてというお尋ねでございました。こちらにつきましては、当組合の施設については、

新耐震基準以前の昭和５０年に竣工した施設でございます。平成２５年に耐震改修促進法

が改正され、不特定多数が利用する大規模な建物である病院や学校などは耐震診断の義務

化の対象となっておりますが、当組合の不燃・粗大ごみ処理施設につきましては、耐震診

断義務の対象外であると認識しているところでございます。 

○技術課長（濱野和也） それでは、可燃ごみを処理します柳泉園クリーンポートにおけ

る新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ということで御答弁させていただきます。 

 現場作業等については、マスク、ゴーグル、手袋の配布、アルコール消毒等の配置をし

ております。作業が困難になった場合の対応につきましては、事業継続計画に基づいた応

援体制を築いているところです。また、検量棟の受付業務におきましては常に消毒を行っ

ておりまして、運転業務では換気の徹底、昼食時間をずらす等の対策を取っております。
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非常事態宣言も解除され、新規感染者も少なくなってきてはおりますが、今後も引き続き

感染防止に努めていくところでございます。 

○施設管理課長（濵田伸陽） 先ほどのモニタリング評価項目の設定と、あとは意見収集

の考え方ですけれども、指定管理者選定時にプレゼンテーションや事業者提案における審

査項目がございます。この審査項目の点数によって成績が優秀な業者が選定されるわけで

すが、審査項目に沿って定めております。このようなことから、モニタリング評価項目は

次回の指定管理者候補者にも参考となる指標となるものです。 

 次に、利用者の要望や意見の収集の考え方ですけれども、指定管理者は、事業計画の中

に、アンケートなどにより意見、要望の把握においては、施設に設置している意見箱のほ

か、第三者機関に委託し、アンケート調査を年度末に実施する予定でございます。この集

計結果を基に改善事項を策定し、柳泉園組合と協議しながら業務に反映していきます。ま

た、利用者とのコミュニケーションを通した意見、要望の把握は、意見箱などの設置とか、

また周辺自治会定期協議会においても、厚生施設の運営については開催ごとに意見、要望

等を伺って、指定管理者にも共有し、改善策の検討を行ってまいります。 

 続きまして、清柳園敷地内の防犯対策におきましては、敷地境界の周りにはネットフェ

ンスが設置してあり、その敷地の一部で清瀬市の粗大ごみ仮置き場、リサイクルに使用す

る籠置場などとして使用している状況がございまして、関係者以外の立入りはできません。

また、敷地内の内部の焼却炉の機器や煙突が設置してあるエリアには、さらに鋼製フェン

スが設置しております。その鋼製フェンスの内部には入口がしっかりと常に施錠している

ため、柳泉園組合職員しか出入りすることができません。先ほどの関係者の健康の影響に

おいても、長期にわたり毎日直接摂取しない限り健康上の影響はないと考えておりまして、

今後、我々としましても、関係者以外の立入禁止の徹底化を図るための牽制対策について

は、引き続き柳泉園組合でも検討してまいります。 

○総務課長（米持譲） 災害廃棄物の処理計画について御答弁させていただきます。 

 現在、コロナ禍の影響もありまして、担当者との打合せにはオンライン環境での出席者

も併せて、提出したデータなどによる打合せや関係市との調整等について協議を行ってい

る状況でございます。今後の一般廃棄物処理基本計画等と併せまして、プラスチック類の

在り方の問題、災害廃棄物処理計画につきましては、発災時の処理方法や管理方法など、

事務連絡協議会の幹事会を通して協議を今後行っていく予定ですが、スケジュール的には

恐らく関係市も計画がある程度固まってくるかと思いますので年末か年始ぐらいにはまと
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める形で協議ができるものと考えております。 

○３番（村山順次郎） 行政視察については、私の感想、受け止めと管理者のお気持ちと

一致する部分があったなと思って聞きました。ありがとうございます。 

 残念ながら、川越市の施設の面で応用、反映ができるところは今のところ考えづらいと。

ストックヤードで受け入れる場合と、ピットで受け入れる場合と、フラットでやっている

場合と、一定の深さがあってということの違いなのかなと聞きました。ここは少し残念で

ありますけれども、いろいろな対策で火災発生を防いでいく。大きくはやはり市民の皆さ

んの御協力、分別、収集時点でのという対策も肝要ですし、柳泉園組合の中での工夫とい

うのもまだあるかなとは思いますので、なお対策は求めたいと思います。再質問はないで

す。 

 不燃・粗大ごみ処理施設の関係ですけれども、耐震診断の義務づけの対象施設ではなか

ったということでありますが、この問題は経過がありまして、清柳園の問題が発生したこ

とによって、かねてから施政方針等で不燃・粗大ごみ処理施設の老朽化というのは課題と

して言及をされていて、どうするかというところの話題がかなり前からあって、清柳園の

問題が生じたことによって、不燃・粗大ごみ処理施設の建て替え更新というのが先に少し

延びるという状況があって、今お示しいただいているスケジュールで考えると８年、９年、

これも非常にいろいろなことがうまくいった場合、そのぐらいにやっと建て替え更新がで

きるというスケジュールで、それまでの間、老朽化しているという施設を使い続けて、不

具合、支障が生じないのでしょうかという質問を繰り返す中で、耐震診断がしていない、

耐震診断していただいたら、こういう結果になったという経過なのですよね。 

 そこで考えると、私は常々、安全、安心、安定的な処理というところを求めていて、お

およそにおいて、例えば第１回定例会の機会を捉えて、管理者にも私はこのように考える

のだけれども、管理者はいかがかということで質問もして、一定程度、特に安全のところ

については管理者からもしっかりやっていく必要があるという趣旨の御答弁があるところ、

ここを柳泉園組合の基本的なスタンスとして疑う余地はないと思うのですね。 

 そこから考えますと、耐震診断の義務化の対象の施設ではないとしても、作業されてい

る方は実際いらっしゃるし、仮にこれが地震等でダメージを受けたとすると、関係市の市

民生活に大きな影響が生じる施設でもあるわけですよね。安定的な処理という観点からも、

本来ならもっと前手で診断をし、必要なら補強をするというのが取られていて当たり前だ

ったのではないかと思います。これは一つの事例ですけれども、今回に関しては結果的に
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こういう補強の方向に進んでいっていただいているということで評価したいと思うのです

が、安全、安心、安定的な施設の維持ということから考えると課題を残したと思いますが、

御見解を伺いたいと思います。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策については、お聞きする範囲、昨年の御答弁の

範囲で継続して取り組まれていく。基本的なところを維持して対応されていくと。報道に

よれば、主に収集のところですけれども、感染が広がって、収集に支障が生じる。また、

柳泉園組合と類似の中間処理施設においても感染者が出たという話も聞かないではありま

せん。その意味では、感染が不明の中で広がらないように、職員の皆さん、事業者の従事

されている皆さんも含めて徹底を図っていただきたいと。これは要望ですので、再質問は

ありません。 

 災害廃棄物処理に関してですけれども、基本的な協議は年末年始までに１つのめどにし

て進めていっていただけると。これはお願いするほかないので、適切に関係市と協議をし

ていただきたいと思うのですが、２つほどお聞きしたいのですけれども、１つは、東久留

米市の地域防災計画で想定される被害想定、直下型地震ですね。これが仮に想定どおり発

災したということになりますと、関係市も影響が生じるでしょうし、柳泉園クリーンポー

トそのものも、例えばライフラインが止まれば運転の継続は難しいという御答弁もかつて

あって、そうすると広域処理だという話に場合によってはなるかもしれないと思うのです

よ。 

 先ほど、別の問題で広域処理の基本協定書をお示しいただいて、久しぶりに拝見をした

ところなのですが、東京都を含めて近隣市、関係市、地震が起こった際に災害廃棄物処理

をどうしようとなったときに、まずは多摩の地域の中で、広域支援の中でこの協定に基づ

いて支援をし合う。柳泉園組合が支援を受ける、あるいは支援をお願いする。いろいろな

場合があると思うのですけれども、こういうものというのは、例えば東京都のレベルで、

あるいは関係市、近隣市、類似中間処理施設同士で何らかの話合い、協議、あるいは想定

に基づいた対応、こういうものは何かあるものなのでしょうか。今のところ、想定をした

関係団体、関係市、東京都等を含めた協議があるのかどうか、そこをお聞きしたいと思い

ます。 

 災害廃棄物に関してはもう１つだけなのですが、直下型地震が発生して、くどく申し上

げて申し訳ないのですが、そういう状況になったときに柳泉園クリーンポートが幸いにし

て稼動している。そういう状況のときですけれども、通常であれば可燃、不燃、粗大ごみ、
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市民の方が、私も時々やりますけれども、自分の車等に廃棄物を積んで持込みをするとい

うことは、柳泉園組合として通常の業務としてやられていると思うのですけれども、発災

しました、地震が起こりました、災害廃棄物が問題になるという状況になったときには、

このごみの持込みというのはどういう対応になるのか。今のところ、柳泉園組合として決

めているところがもしあるなら御説明いただきたいなと思います。 

 厚生施設のモニタリングについては了解いたしました。これで年次年次でやっていくと。

先には次期選定というところにつながっていくと思います。一応頂いた資料の中でアンケ

ート等を取られて、そこの反映をされていくということにはなっているかと思うのですけ

れども、清瀬市の方針を参考にされたということですが、清瀬市と違う点としたらそうい

うところがあるかなと思いましたので、ここのところは、決められた範囲の中で利用者の

意見反映というところは一段工夫をしていただきたいということは要望しておきたいと思

います。 

 清柳園の関係です。立入りができないような対策は現在も取っているし、今後も取って

いくと。さらなる工夫のところも検討していただけるというところだったと思います。こ

れは、少し所管が変わってしまうかもしれないのですが、今回の清柳園の分析調査結果に

よって、また費用の問題が従来から比べると変化が生じていると思うのです。以前から私、

柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業に関しては財政フレームをつくっていただい

て、柳泉園組合として柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業の期間の中でどのくら

いの支出が見込まれるのかというのは作っていただいた資料をもらっているのですけれど

も、清柳園の問題及び不燃・粗大ごみ処理施設及びリサイクルセンターの更新等で、まず

は柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業の期間の範囲の中で柳泉園組合としてどう

いう支出が生じ得るのかというところを、全体としての財政フレーム、柳泉園クリーンポ

ート長期包括運営管理事業が終わるまでというのが一つの区切りだと思うのですけれども、

こういうものをつくっていただけると、負担金にも関わってきますし、一応そういう財政

フレームについてはやぶさかではないという答弁がかつてあったのですね。ですので、そ

ういうものをつくっていただくのはどうかと。清柳園の問題が少し進捗がある状況ですの

で、改めてお聞きしたいと思います。 

○資源推進課長（横山雄一） それでは、耐震診断についての御質問にお答えいたします。 

 こちらは、早い段階での対応ができたのではないかというお尋ねでございました。こち

らにつきましては、当組合においては耐震診断義務の対象外であったということと、以前
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から老朽化に伴い更新を課題として考えていたこともあって、耐震性能を課題として当組

合としては挙げてこなかったというのが現状でございます。早い段階でできれば今考える

とよかったのかなとは考えておりますが、今後も引き続き安心、安全に気を配りながら業

務を進めてまいりたいと考えております。 

○総務課長（米持譲） それでは、関係市において直下型地震が発生したときの災害廃棄

物処理の対応について御答弁させていただきます。 

 災害廃棄物処理全般につきましては関係市自体での対応となるため、我々は連携を図る

こととなります。当組合の施設の稼動が不能の場合は、多摩地域ごみ処理広域支援実施協

定に基づきまして支援依頼、及び状況に応じ東京都環境局への支援協力を関係市と連携を

図りながら対応していくものと考えております。 

 また、施設の稼動が可能な場合は、通常のごみ処理とは別に至急協議の上、当組合で処

理可能な災害廃棄物の具体的な処理量等について関係市と協議を行い、可能な限り対応す

るということは想定しております。ただ、災害廃棄物を処理するとなれば、当然その際に

は一般市民の持込みごみは制限するという形で想定はしております。 

 あともう１点でございます。財政フレームについて御答弁させていただきます。現在、

柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業、指定管理者制度及び清柳園の解体事業まで

の予定の財政フレームを作成している状況ではございますが、今後、施設の更新等を踏ま

えた基本方針等がつくられる際には、再度改めて財政フレームは作成したいと考えており

ます。 

○３番（村山順次郎） もう終わりますけれども、災害時の廃棄物処理の関係で広域支援

をお願いしたり、お願いされたりという状況というのは想定できるものとは思います。発

災をしましたということになりますと、電話連絡も難しい状況というのも想定されますか

ら、柳泉園組合として柳泉園クリーンポートが動いている状態なのか、動いていない状態

なのか、受入れが可能なのか、可能でないのか等の状況を共有して、ではどうしようとい

うイメージですけれども、こういう状況が想定されるわけです。そういう意味では、事前

の協議、事前の想定訓練みたいなものも必要になるのかなと。今のところそういう形には

なっていないのかなという受け止めをしておりますけれども、ここのところは重要な課題

だと思いますので、情報収集等は図っていただきたいと思います。 

 あわせて、廃棄物の受入れに関してですけれども、制限をするという御答弁だったかな

と思います。発災をしますと、ホームページもうまく見られない。紙の広報物も基本的に
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新たに発行して配るなどというのもなかなか難しい。電話連絡も、市民から問合せを受け

てもその電話連絡が受けられるかどうかも確かなところはないとすると、発災の前に、こ

ういう地震が発生をしたら柳泉園組合としてはこうなりますということをあらかじめホー

ムページ等で市民の方に、全てに行き渡るのは難しいかとは思いますけれども、全員の市

民の方がそういう情報を受け止められるように、それは一例ですけれども、発災をしまし

たということになったときにどうなるのかというところは整理をして、ホームページ等で

の広報のところは工夫をしていただきたいなと思います。 

 不燃・粗大ごみ処理施設の関係でお聞きをしたいと思うのですけれども、例えば令和２

年第１回定例会の管理者の答弁、「議員がおっしゃられるように、安全である、また安定

的な運営をしていくということは最も大切でありまして、そのようなことの中で住民の皆

様、市民の皆様に安心していただけるものと思っておりますので、そのような部分におい

てはしっかりこれからも進めていく、そのような思いを持っていくということは、施政方

針の中でも述べさせていただいたとおりであります」と、その御答弁が安心、安全は大事

ですよねという質問に対する御答弁。この不燃・粗大ごみ処理施設の課題は、私は、安全

の問題、安定的な処理の問題、ここが本来もっと適切な対処があったのではないかと。 

 私も、幸いにして長く柳泉園組合議会議員をやらせていただいております。管理者も８

年目ということだろうと思います。その意味ではお互いというところはあると思うのです

けれども、管理者として、今回の耐震診断の結果を受けて、この御答弁の立場から、私は

もっと適切な対処があったのではないか。管理者としてどう思われているのか、見解を伺

いたいと思います。 

 財政フレームのところは御検討いただけるということなので、これを期待して待ちたい

と思います。 

○管理者（並木克巳） 今回の報告にもありました不燃・粗大ごみ処理施設の報告に関し

てでありますけれども、先ほど担当もお答えをさせていただいている耐震診断の対象の施

設ではなかったというのが、当組合の考えであります。そういった意味では、適切か不適

切かという部分においては、そういった見解の下、来ているということでありますので、

今回改めて調査をした結果というものを踏まえて対応を今後していこうということで今進

めさせていただいておりますので、改めまして今後、この結果を踏まえてどのように対応

していくかとということに力点を置いて考えているということで御理解いただきたいと思

っております。 
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○３番（村山順次郎） もう終わります。私は、安全の問題に関わることであったし、安

定的な処理に関わる問題であったと思います。耐震に係る補強を今後予算化、具体化して

いっていただけるということで、ここはぜひ適切に対応していただけるように求めたいと

思いますが、一例として、このことを大きな機会として、私の言葉で言えば安全、安心、

安定的な処理の維持の点から、いずれにしても費用のかかる話ですから、その判断をする

のは大変だとは思うのですけれども、必要なことがあればちゅうちょなく報告、提案をし

ていただいて、必要な手だてをとっていただく。このことは、ほかの問題でも応用して対

応していただくことを求めて、終わります。 

○議長（鈴木たかし） 通常ですと、申合せで質疑は３回までとなっておりますので、御

承知おきください。 

 ここで、この後、行政報告について質疑のある方の挙手を求めます。 

〔質疑希望者挙手〕 

○議長（鈴木たかし） 第２番、沢田孝康議員、第６番、遠藤源太郎議員、第８番、小西

みか議員、以上３名に限りまして質疑を許します。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

午前１１時５５分 休憩 

──────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（鈴木たかし） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 それでは、行政報告に対する質疑、答弁を再開いたします。 

○６番（遠藤源太郎） 簡単に質問を申し上げたいと思いますけれども、先ほど村山議員

が川越市の処分施設を視察したことの感想を管理者にお聞きしたわけでありますけれども、

一番際立っていたのが草木類の剪定枝、最終的にたい肥までは行かなくても土壌の改良に

使えるという、そこまですることのできる施設があったのが一番私にとっては印象深かっ

たと。これは、４月の臨時議会でしたか、何かのときに柳泉園組合に剪定枝を持ち込むこ

とを関係市にやめていただいて、関係市で燃やさない形で処分をする、そういう形を取っ

たらどうかというような提案をさせていただきました。受け入れるだけではなくて提案も

したらどうかといったことを申し上げたわけですけれども、その後、関係市にも協議会が

ありますので伝えますよという答弁をいただいていた、そんな記憶があります。ぜひ柳泉

園組合にもそういう施設を造ってほしいなという気持ちはあるわけでありますけれども、
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そんな簡単にはいかないかなと。指をくわえて見ているしかないかなという今の状態では

あるわけなのですけれども、改めてその考え方ですね。 

 土に返す。これが一番大切な循環型社会、地球温暖化を防ぐ大きな力になると私は思っ

ているわけでして、そのためにできることとしたら、誰もが緑ということに関しては関心

がある。しかし、それが大きくなったりすると邪魔者扱いされるというのが悲しいかな現

実であるわけでありまして、であるならば、土に返すような方策を、柳泉園組合だけでは

なくて関係市、あるいは全ての自治体がやっていくべきかと思うところでありますけれど

も、その辺りのことについて改めてお聞かせいただきたいと思います。 

 あとは簡単に申し上げますと、厚生施設は昨年と比べると若干利用度が高くなったとい

うことでありますけれども、一昨年ですよね、昨年ではなくて一昨年、つまり、今までの

コロナ禍の前の状況と比べるとどのくらいの回復なのかなと、この辺りのところをお聞か

せいただければと思います。 

 それから、先ほど来、清柳園につきましてはいろいろと話をいただきました。正直言っ

て、３メートルも自ら燃やしたものを自分の敷地のところに積み上げてしまったのかとい

った素朴な感想を持つわけでありますけれども、こういったことに至った当時としては歴

史的な背景があったのではないかなと思います。どういうことから敷地内に焼却残渣を積

み上げていってしまったのかという、この辺りのところが分かればお聞かせいただきたい

と思います。 

 以上３点、よろしくお願いいたします。 

○技術課長（濱野和也） それでは、まず初めの剪定枝の対応についてですが、この件に

関しましては、既に関係市におきましては、剪定枝の対応ということで実施されていると

思います。柳泉園組合としては、今後、そういった問題等も含めて関係市と協議しながら

対応できればなと考えております。 

○施設管理課長（濵田伸陽） 先ほどのコロナ禍の影響で厚生施設の利用者数の状況と収

入の状況ということで、この期は、屋内施設は各施設ともにコロナ禍に伴って時短営業に

よる影響があって、やはり施設を臨時休業したことで利用者及び収入減となっている状況

です。１０月以降は臨時休業等も行っておりませんので、通常営業に戻ってきている状況

でございまして、徐々に利用者だとか収入の状況も少しずつコロナ禍以前の状況に戻りつ

つありますので、今後もその内容を注視、確認しながら、指定管理者による営業努力に努

めてまいります。 
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 続きまして、清柳園の敷地内に焼却灰が埋められた経緯について、我々は、今回の実施

設計における地歴調査という調査を行って、当時、清柳園焼却施設に携わった柳泉園組合

の職員からヒアリングをしておりまして、清瀬市から清柳園の引渡しを受けた後に携わっ

た職員になりますので、聴取内容においては引渡しを受けた段階の昭和４５年以降の話に

なりますので、そういった形では昭和４５年以前に携わった方の聞き取りは取れていない

状況ではございますけれども、その当時から埋め立てられていて、先ほども説明しました

が、稼動停止までの期間内に焼却灰が敷地内に埋められていたと考えられます。 

○６番（遠藤源太郎） それでは、剪定枝のことですけれども、農家の方が、植木を生産

している方など、大きな造園業の方以外はなかなかチップ化をするような道具を持ってい

ない。こういう状況ですと、土に返すのは、昔は野焼きをしていたわけです。全部畑で燃

やしてしまったと。でも、それができないということで、畑に剪定した後、散らかしてい

るという表現がいいかどうか分からないのですけれども、太陽光に当てて風化させると、

これが一つの方法ですよね。 

 それから、積み上げておいて発酵させるというのかな、そういった方法を取って、やが

て朽ちさせるという方法を取ったりしているわけでありますけれども、これは西東京市議

会でも申し上げたのですけれども、例えば農業委員会の職員の方々は、それが何の意味で

そうなっているのかというのが分からないわけですよね。そんなことを考えると、農家の

方々、あるいは一般住宅の方々でも剪定枝を持ち込めるようなところがあると非常にあり

がたいわけです。そこで川越市のようにチップ化して、やがてたい肥になる寸前に畑にま

いて、恐らくトラクターですき込んでいくわけでしょう。こういったことができると、本

当に循環型社会の一つの理想的なことができるわけでして、そういった方向を、これは関

係市でももちろん考られていらっしゃるわけですが、柳泉園組合でも協議会の中で改めて

それらについては積極的に将来構想としてやっていけるような、そういった施設を目指し

ていってほしいなと思うのですね。 

 それからもう１つ、これは柳泉園組合とは関係ないですけれども、民間でもそういうこ

とをやっている業者もいらっしゃるわけですよ。ですから、そういうところとも連携をし

て取り組んでいくということ。柳泉園組合に持ってきたときにはこれだけの金額がかかり

ますよ、民間でそういうことをやっている場合はこれだけの金額がかかりますよと比較し

て、柳泉園組合で燃やさないでこちらでチップ化できるということを、金額が多少高くて

もこれは生きてくるお金だと私は思うわけですね。ですから、そんな物の考え方をしてい
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ったらいかがかなと思いますけれども、これは一つの意見として申し上げておきたいと思

います。 

 それから、厚生施設につきましてはコロナ禍という状況で、このようなことは経験した

ことがないので、今たまたまなのか、日本はコロナ禍を乗り越えてこれだけの少ない感染

者の状態になったのか、その辺はまだはっきりしたことは分からないでしょうけれども、

利用者は多くなってくることは間違いないのではないかなと思います。まして、指定管理

者の方が積極的な市民ＰＲなどを含めて、利用者がさらに回復してくることを願うといっ

たことではないかと思います。 

 それから、清柳園につきましては、当時のことを知る人がほとんどいなくなってしまっ

たと。恐らくまだ当時は谷戸沢の処分場ですか、ああいうのもなかった。そうすると、ど

こかにどうやって処分しようかということを恐らく大変苦慮した結果、どこにも捨てる場

所がないから自分の敷地の中にどんどんためていってしまったという歴史があるのかなと

いうような想像をしております。 

 当時のツケが回ってきてしまったと。先ほどどなたか御発言されておりましたが、これ

を処分するのに４億5,０００万円かかるというようなことをおっしゃっておりましたけれ

ども、あそこを全部きれいにして、今度は民間に払下げをするのかどうか分かりませんけ

れども、４億5,０００万円で売れるのかなというようなことも考えたりしてしまうわけで

ありますけれども、やはり将来にツケを残さない。当時としては全くそんなことを意識し

ていなかったのだと思います。当時としてはですね。でも、今の時代になったら、やはり

将来にツケを残さないような施設であってほしいというのは誰ものお願いではないかなと

思います。この施設が将来にわたって、将来の方が、柳泉園組合があったところが云々と

いう話にならないような経営、運営をしていっていただくことを申し上げまして、私の質

問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○８番（小西みか） それでは、３点質問させていただきます。 

 まず、厚生施設に対するモニタリングの指針につきまして、先ほどの質問で利用者の方

のアンケート、あと、利用者の方の声をどのように反映していくのかという質問の中で、

日常的には意見箱で意見を聞いていくということと、あとは、アンケートを第三者機関が

行っていくというような少し御説明があったと思いますが、もう少し詳しくお伺いできた

らと思います。 

 それと２点目が、不燃・粗大ごみ処理施設の耐震診断結果につきまして、３８ページの
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中段辺りに、ブレースが一部撤去されている箇所があるというような、報告がありますけ

れども、これについては撤去がどのような理由でされたのか。あとは、撤去されていると

いうところについては、今回多分新設されるブレースということだと思いますけれども、

その撤去の理由というのをお聞きすることで、新設された場合でももしかすると何かの邪

魔になってしまうというようなことで、また撤去をする必要があるみたいなことが生じな

いのかどうかというところを確認させていただければと思います。 

 それと、３９ページでは、非構造部材の調査という項目の中で、配管や配線が固定され

ているけれども、揺れによる落下の危険性が懸念されるというような調査の報告となって

おります。これにつきましては、今後どのように対処する予定なのかを御説明いただきた

いと思います。 

○施設管理課長（濵田伸陽） 先ほどのモニタリングの第三者機関に委託するということ

の説明ですけれども、２５ページのモニタリングの概要図の中で「利用者アンケート実施、

集計、報告」という記載がございます。その下にモニタリングスケジュールがございます

が、一番最初の年次事業計画書の中に、指定管理者はこの計画書の中に、アンケートによ

り意見というところで第三者機関に委託してアンケート調査を実施しまして、モニタリン

グスケジュールの４行目、年度末の２月、３月に第三者機関に委託したアンケートの調査

を行い、実施、集計、報告ということを行います。 

 そして、この集計結果を基に、指定管理者独自で「一次評価」というところで自己の評

価をし、さらには柳泉園組合でもその意見等も踏まえて評価をし、最終評価の決定をして

いくという、モニタリングの仕組みとしても反映させていただきたいと考えております。 

○資源推進課長（横山雄一） それでは、耐震診断結果についてという御質問にお答えい

たします。 

 まず１点目が、ブレースの一部が撤去された理由についてというお尋ねでございました。

こちらにつきましては、大変申し訳ないのですが、当時どのような理由で撤去されたかは

不明となっております。今後、補強工事で新設いたしまして、その後、撤去が生じること

はないと考えております。 

 次に、振れ止めがなく、揺れによる落下の危険性が懸念されるということに対して、そ

の対応はというお尋ねでございました。こちらにつきましては、今後補強工事には入って

ございません。当組合が別途補修及び定期点検等で対応を図っていきたいと考えていると

ころでございます。 
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○８番（小西みか） まずモニタリングについては、実際指定管理を請け負っている事業

者が自分の自己評価の前にそういうアンケートを第三者にやってもらうということで、分

析もしていただいた結果をそれ以降の事業に反映していきたいというようなことでやって

いただくということで、大変いい御提案だなと思っています。 

 日頃からも意見箱を置いていただいて、利用者の意見をできるだけ反映していこうとい

う姿勢を示していただいているところは大変いいと思いますので、今後もこうした取組、

もしこれから何かまた指定管理というようなことが柳泉園組合の中などであった場合には、

これは標準的なものとしてぜひ利用者の声をどのように反映させていくかという仕組みの

中で取り入れていっていただきたいなと要望させていただきます。 

 不燃・粗大ごみの処理施設に関しましては、理由は不明だけれどもブレースが撤去され

ていたところがあったということで、これは一旦これから新設されれば撤去は当然しない

ということで進められるということでは了解いたしました。何か邪魔になってしまって撤

去をされてしまったのだろうかと思いましたので、今後、もし使い勝手というところでま

た撤去せざるを得ないような状況が出てくるということはないのだろうかと思いましたの

で質問させていただきましたが、そのようなことではないように管理のほうもお願いでき

ればと思います。 

 それと、落下の危険性が懸念されるという部分の振れ止めというところですけれども、

今後の補強工事ということですが、それは将来的に予定されている改修みたいなところで

の補強ということなのか、それとも早急に対応しなければいけないというところで、今回

の耐震補強と直接は関係ないということですけれども、早急にやるという予定にするとい

うことなのか、それについてだけ再質問させていただきます。 

○資源推進課長（横山雄一） それでは、振れ止めの対応についての御質問にお答えいた

します。 

 早急に対応するのかしないのかというお尋ねでございました。こちらにつきましては、

こういう結果が出ておりますので、早急に対応していきたいと思っておりまして、来年度

予算等で対応を図っていきたいと考えているところでございます。 

○議長（鈴木たかし） それでは、行政報告に対する質疑、最後に沢田議員。 

○２番（沢田孝康） １点だけ確認したいと思います。 

 柳泉園組合厚生施設におけるモニタリング指針の概要なのですけれども、２９ページに

８番として評価決定の利活用ということになっています。次期指定管理者選定時の加減点
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ということになっているのですね。今回の指定管理者につきましては、５年間の契約にな

っているかと思います。恐らくこのスケジューリングを見ると、最終評価の決定をするの

が次年度の７月になっていますよね。この段階で恐らく加減点というものの評価が公表さ

れるのではないかなと思うのです。 

 私が少し危惧するのは、毎年最終評価を決定して、そのときにそれぞれの項目で要は減

点の部分、加点の部分というものの評価が公表されると思うのですけれども、毎年この加

減点をやって、例えば本当に頑張っていただいて加点が多いということになったときに、

年度で加点、減点をしているので、加点、加点で５年連続で加点になったときに、次の例

えば指定管理者を選定するときに、当然恐らく今回と同じようにプロポーザル方式で提案

型になるのではないかなと思うのですけれども、そのときに競合するほかの事業者が手を

挙げたときに、加点の点数が多いがゆえに、例えば競合する手を挙げた業者が逆に不利に

なるようなことにならないかなという危惧をするのですね。 

 ですから、努力をしてもらうことというのは本当に大事なことではありますね。同じ費

用をかけるのであれば、当然サービスが充実することはいいこととは思うのですけれども、

逆にそこの業者だけになってしまう危惧も一方では考えなければいけないのかなと思うの

ですが、その点についてどのような考えを持って、例えば次のプロポーザル、指定管理者

を選定するときの資料にするのかについてお伺いしたいと思います。 

○施設管理課長（濵田伸陽） モニタリングの指針における評価決定の利活用ですけれど

も、指定管理者の指定期間は５年間でございます。この５年間を毎年モニタリング評価を

シートにより評価することになりますけれども、許可決定の利活用においては、指定管理

期間の最終年度に行う最終評価の結果を指定管理者選定の際に活用することとしておりま

す。 

 したがって、その活用にあたっては、公平、競争性の担保、柳泉園組合の説明責任等も

鑑みて、指定管理者選定委員会で加算等の措置について決定したいと考えておりまして、

指定管理者選定委員会委員の皆様のそれぞれ評価視点もありますので、各委員の意見を出

し合って加算措置を検討、協議させていただきます。 

○２番（沢田孝康） そうすると、最終年度の評価を見るということになったときに、例

えば一生懸命頑張って４年間高評価になりましたと。ところが、最終年度になったらその

評価が下がりましたという事態も想定されますよね。ですから、サービスを拡充してきて、

充実してきて、何かあって例えば最終年度の評価が下がるという可能性もあるので、そこ
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は４年間どういう取組をしてきたのかということをやはり相対的に評価する必要があるの

かなと。例えば、最終年度の評価の中に過去４年間の評価を加味した上で最終的な加減に

するという考え方を持ったほうが私はいいのかなとは思います。 

 もう１つ、選定委員会のお話が出ましたけれども、通常の評価については、指定管理者

評価委員会、これは事務局長と管理職の皆さんで行うということになっていますね。指定

管理者選定委員会のメンバーについては、どのような人選をされるのかお聞きしたいと思

います。 

○施設管理課長（濵田伸陽） モニタリングの評価委員会については、議員おっしゃるよ

うに、事務局長を含め、各課長がその構成メンバーを担います。それとは別に、指定管理

者選定委員会におきましては、今年度、指定管理者の運営を開始するに伴って選定委員会

を立ち上げたわけですけれども、その際にあっては関係市の担当部長並びに識見者１名、

柳泉園組合の助役、そして施設管理課長を除く各課長で選定委員会のメンバーの構成とな

っております。 

○２番（沢田孝康） 了解しました。識見の方を入れることは大事な視点かなと思います

ので、そこはお願いしたいと思います。 

 繰り返しになりますけれども、評価の加減については総合的な判断というのがやはり大

事かなと思うので、そこの辺りは要望しておきたいと思います。 

○議長（鈴木たかし） 以上をもって行政報告に対する質疑を終結いたします。 

──────────────── 

○議長（鈴木たかし） 「日程第５、議案第１３号、権利の放棄について」を議題といた

します。 

 それでは、提案理由の説明を求めます。 

○管理者（並木克巳） 議案第１３号、権利の放棄についての提案理由を御説明申し上げ

ます。 

 本議案は、債務者、有限会社エル企画が未納としている平成２０年度の資源回収物売払

債権９５６万6,４５８円について、消滅時効期間である１０年を経過し、債務者が所在不

明で債権回収が困難であることから、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定により議

会の議決を求めるため、御提案申し上げるものでございます。 

 詳細につきましては、事務局より御説明申し上げますので、御審議賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 
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○資源推進課長（横山雄一） それでは、補足説明を申し上げます。 

 議案の次のページ、議案第１３号資料「資源回収物売払債権について」を御覧ください。

１、債権概要でございます。債務者は有限会社エル企画。こちらは、アルミ缶プレス売払

（その５）の契約において、１月及び２月分の売払代金が未納となり、４１０円の換価取

立を行い、９５６万6,４５８円が現在収入未済額となっております。 

 次に、２、経過でございますが、平成２１年２月２６日の契約解除後、返済計画が提出

されましたが、納入されなかったことから訴えを起こすため、平成２１年８月２６日に

「訴えの提起について」を定例会に上程し、可決され、９月２４日に訴状を裁判所に提出

いたしております。１１月２６日に判決が言い渡され、当組合が勝訴いたしましたが、そ

の後も入金はされませんでした。平成２２年７月２６日に債権差押命令申立書を裁判所に

提出し、平成２３年２月１６日に銀行債権４１０円の換価取立を行いました。その後も定

期的に工場等の確認を行ってまいりましたが、関係者とは平成２４年５月以降連絡が取れ

ず、現時点で所在不明となっております。 

 次に、３、権利の放棄理由でございますが、換価取立から１０年を経過し、消滅時効期

限となっておりますが、債務者が時効の援用をしていないため、時効の効果は発生しない

状況でございます。これまで定期的に相手方への連絡や所在地の確認を行ってまいりまし

たが、相手方の所在が不明で連絡も取れない状況でございます。また、令和３年１月に登

記簿を再度確認いたしましたが、平成２２年から役員の登記や住所の変更もされていない

ことから、会社の実態は存在しないと思われます。さらに、記載されている会社及び代表

者へ文書を送付いたしましたが、いずれも宛先不明で返送されております。 

 このような状況から、消滅時効である１０年を経過し、債務者が所在不明で債権の回収

ができる見込み及び手段がなく、状況が改善する見込みはないと判断し、今回、債権を放

棄させていただくものでございます。 

 補足説明は以上でございます。 

○議長（鈴木たかし） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより議案第１３号、権利の放棄についてに対する質疑をお受けいたします。 

○３番（村山順次郎） 長い経過のある問題でございまして、一つの決着となる御提案だ

と認識をしております。やむを得ないと思う部分も多々ございますが、一方で再発防止、

このようなことを繰り返さないということもこれはこれで肝要かと思いますので、その立

場でこういう節目でございますからお聞きしたいと思いますけれども、柳泉園組合として
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本件に関して振り返ってみて、今後に生かせる点、こういうふうな手だてが取れたらもう

少し違う結果になっていたかもしれないとか、取り得る手だてがもしあったとするとどう

いうところがあるのか、振り返りの意味でお聞きをしたいということと、この問題に関す

る今年度における取組のところで手だてを取られたことがあれば、御説明いただければと

思います。 

○資源推進課長（横山雄一） それでは、再発防止についての御質問にお答えいたします。 

 その状況から取り得る手だてはあったかどうかというお尋ねだったと思います。こちら

につきましては、その当時、社会経済が非常に金融も暴落した時代でございまして、それ

を受けて鉄の売払価格がかなり減少したというのが大きな要因となっております。そうい

った状況を踏まえますと、今後におきましても、社会の状況などをよく確認いたしまして、

そういうことが起きた場合の速やかな対応を図る必要があったのかなと今は考えておりま

す。 

 その後の対応なのですが、これが起きた後には指名選定の際の規定を変更いたしており

ます。こちらにつきましては、当初、売払いについては指名選定委員会等で選定する規定

はなかったのですが、５００万円以上の売払いに関しましては指名選定委員会にかけるこ

とを新たに追加しております。また、指名参加登録におきましても、その後は毎年更新と

いう形に変えておりまして、毎年の財務状況が見られるような状態になっておりますので、

その対応を図った以降はこういった事案は発生していない状況でございます。 

○３番（村山順次郎） 分かりました。決していい決着とは形式的にも申し上げられない

ので、言い方は難しいのですけれども、ただ、一方で、歴代の職員の方の対応については

逐次対応されてきたという経過も議会としても時々聞いてきましたので、その点は御礼申

し上げたいと思います。 

○議長（鈴木たかし） ほかに質疑ございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鈴木たかし） 以上をもちまして、議案第１３号、権利の放棄についての質疑を

終結いたします。 

 これより議案第１３号、権利の放棄についてに対する討論をお受けいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鈴木たかし） 討論省略と認めます。 

 以上をもちまして議案第１３号、権利の放棄についての討論を終結いたします。 
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 これより議案第１３号、権利の放棄についてを採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（鈴木たかし） 全員賛成。よって、議案第１３号、権利の放棄については、原案

のとおり可決されました。 

──────────────── 

○議長（鈴木たかし） 「日程第６、議案第１４号、東京都市町村公平委員会を共同設置

する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について」

を議題といたします。 

 それでは、提案理由の説明を求めます。 

○管理者（並木克巳） 議案第１４号、東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共

団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更についての提案理由を御

説明申し上げます。 

 本議案は、東京都市町村公平委員会に秋川流域斎場組合から新規加入を申し入れられた

ことにより、同公平委員会の規約を改正し、また共同設置する地方公共団体の数の増加に

ついての協議に係る同意をするため、地方自治法第２５２条の７第３項の規定により準用

する同法第２５２条の２の２第３項の規定に基づき、議会の議決を得る必要があるため、

本議案を御提案するものでございます。 

 御審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（鈴木たかし） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑をお受けいたします。質疑のある方は挙手にてお願いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鈴木たかし） 質疑なしと認めます。 

 続いて、討論をお受けいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鈴木たかし） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１４号、東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増

加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について採決をいたします。 

 原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 
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○議長（鈴木たかし） 挙手全員です。よって、議案第１４号、東京都市町村公平委員会

を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更

については、原案のとおり可決されました。 

──────────────── 

○議長（鈴木たかし） 「日程第７、議案第１５号、令和３年度柳泉園組合一般会計補正

予算（第１号）」を議題といたします。 

 それでは、提案理由の説明を求めます。 

○管理者（並木克巳） 議案第１５号、令和３年度柳泉園組合一般会計補正予算（第１号）

の提案理由について御説明申し上げます。 

 本議案は、現予算を見直しまして、歳入歳出をそれぞれ調整する必要が生じましたので、

現予算の総額２６億2,４０７万４,０００円に対し、歳入歳出それぞれ1,６１２万3,００

０円を追加し、予算の総額２６億4,０１９万7,０００円とさせていただくため、御提案申

し上げるものでございます。 

 詳細につきましては、事務局より御説明申し上げますので、御審議を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○総務課長（米持譲） 補足説明を申し上げます。 

 それでは、補正予算書２ページ、３ページを御覧ください。 

 第１表、歳入歳出予算補正は款項の区分における予算の補正で、歳入及び歳出の款項の

補正につきましてはそれぞれ表に記載する金額で、歳入歳出それぞれ1,６１２万3,０００

円を増額し、２６億4,０１９万7,０００円とするものでございます。 

 続きまして、１０ページ、１１ページを御覧ください。事項別明細書、２の歳入でござ

います。 

 款６繰越金、項１繰越金、目１繰越金、節１前年度繰越金は、1,６１２万3,０００円の

増額でございます。 

 増額の主な理由としては、歳入の資源物売払及び電力売払の増加、歳出の契約差金等の

不用額によるものでございます。 

 続きまして、１２ページ、１３ページを御覧ください。３の歳出でございます。 

 款２総務費、項１総務管理費、目２総務管理費は、1,９９９万9,０００円の増額でござ

います。 

 増額理由については、節７報償費で説明欄記載の弁護士報酬金に1,０９９万9,０００円、
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節２４積立金は、説明欄記載の清柳園解体事業基金に９００万円を積み立てるものでござ

います。こちらの弁護士報酬金は、第２回定例会で御報告させていただいたとおり、最高

裁判所より決定が下り、勝訴したことから、弁護士報酬を支払うものでございます。また、

清柳園解体事業基金積立金は、繰越金の補正に計上した剰余金1,６１２万3,０００円の２

分の１に相当する額を積み立てさせていただくものでございます。 

 次に、款５予備費の３８７万6,０００円の減額は、本補正に伴う不足額の充用分でござ

います。 

 補足説明は以上でございます。 

○議長（鈴木たかし） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑をお受けいたします。質疑ございますか。 

○２番（沢田孝康） １点だけ質問します。 

 今御説明いただきました弁護士の報酬金ですけれども、1,０９９万9,０００円というこ

となのですけれども、この算出根拠はありますでしょうか。 

○総務課長（米持譲） 算出の根拠になりますが、令和３年６月１６日付で最高裁判所の

判決により、今回、柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業に係る裁判の勝訴判決が

決定いたしました。その関係で弁護士報酬金として支出するものでございます。 

 また、弁護士報酬金の実際の金額につきましては、1,１００万円の支出を予定してござ

います。こちらの弁護士報酬金につきましては、基本的に日本弁護士連合会報酬等基準に

よる弁護士報酬規定に基づいて算出されるのが通常でございます。そのため、報酬金につ

きましては、その規定に基づきまして算出をいたしますと、勝訴により逃れた経済的利益

の額１２億1,２５７万6,６１７円に対して、４％と７３８万円を加算した額が本来の報酬

の基準額となり、消費税を加算いたしますと約6,１５０万円となります。 

 また、訴訟案件は様々なため、基準については報酬規定によるところでございますが、

当組合の場合につきましては、柳泉園クリーンポートの建設時に、直接的には案件が違う

ため比較とはなりませんが、同様に住民訴訟を起こされ、勝訴した際に弁護士報酬金とし

ておよそ1,６００万円のお支払いをしております。この建設時については、報酬規定によ

る基準が高額であることからも価格交渉をさせていただいたもので、そういう経過がござ

いましたので、今回も建設時の経過を踏まえて交渉をさせていただいたもので、基準額よ

り安く御配慮いただいたものと考えております。 

○４番（後藤ゆう子） 質問させていただきます。 
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 今の弁護士の方への成功報酬の積算であるとか、この金額に至った経緯は分かりました

が、以前、裁判に着手するときの着手金の金額を質問させていただいたことがあるのです

けれども、結局この４年間の裁判で柳泉園組合が支払った総額というのでしょうか、この

裁判にかかった費用についてお聞かせください。 

○総務課長（米持譲） 今回の裁判費用について御答弁させていただきます。 

 第１審２件の着手金につきましては１０５万8,４００円、控訴審の着手金が３０８万円

で、合計４１３万8,４００円を現在まで支出しております。今後、弁護士報酬金1,１００

万円の支払いをすることで、総額でおおよそ1,５００万円の弁護士費用となります。 

○４番（後藤ゆう子） ありがとうございました。相当な金額が発生したということで、

柳泉園組合は皆さん御存じのとおり、ほとんど歳入は関係市の負担金であったり、市民の

方がごみを捨てるときの処分費用ですので、営利目的の事業を行っていない中での裁判で

1,５００万円もかかるというのは非常に残念なことで、まず陳情というか、市民の方と意

思疎通というか、争い事が起こらないようにするのが一番のことでしょうし、今回これだ

けの多額な、不燃・粗大ごみ処理施設の耐震化以上にかかっているということはすごく重

く受け止めることだと思いますので、今後裁判が起こるようなことがないことを願いたい

というところで、市民の方に御理解いただけるような努力、議員ももちろん市民の代表で

すので、そういう努力も欠かせないと思うのですけれども、柳泉園組合においても訴訟に

至らないように御努力いただきたいと申し上げて、終わります。 

○議長（鈴木たかし） ほかに質疑ございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鈴木たかし） 質疑なしと認めます。 

 続いて、討論をお受けいたします。討論ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鈴木たかし） 討論省略と認めます。 

 これより議案第１５号、令和３年度柳泉園組合一般会計補正予算（第１号）を採決いた

します。 

 原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（鈴木たかし） 挙手全員です。よって、議案第１５号、令和３年度柳泉園組合一

般会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決されました。 
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──────────────── 

○議長（鈴木たかし） 「日程第８、議案第１６号、令和２年度柳泉園組合一般会計歳入

歳出決算認定」について議題といたします。 

 それでは、提案理由の説明を求めます。 

○管理者（並木克巳） 議案第１６号、令和２年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認定

の提案理由について御説明申し上げます。 

 本議案は、令和３年１０月５日から１４日までの間において、安藤代表監査委員及び議

会選出の沢田監査委員により、令和２年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算書に基づきま

して審査をしていただきましたので、その審査意見書を付して、地方自治法第２３３条第

３項の規定によりまして、議会の認定を賜りますようお願い申し上げるものでございます。 

 詳細につきましては、事務局より御説明申し上げますので、御審議を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（鈴木たかし） 補足説明を求めます。 

○総務課長（米持譲） それでは、補足説明を申し上げます。 

 令和２年度一般会計歳入歳出決算書の１ページを御覧ください。 

 歳入歳出予算現額２７億1,９５３万7,０００円。歳入決算額２７億１５２万9,６５４円、

前年度に比べ6,６７０万5,３２７円、2.４％の減。歳出決算額２３億6,７４０万6,１３２

円、前年度に比べ6,８３７万8,９７６円、３％の増。歳入歳出差引残額３億3,４１２万3,

５２２円となり、同額が翌年度への繰越しとなります。 

 続いて、６ページ、７ページを御覧ください。歳入についてでございます。 

 主な歳入について御説明いたします。 

 款１分担金及び負担金は、収入済額１２億2,３４４万2,０００円で、前年度に比べ5,７

８５万円、4.５％の減でございます。関係市の負担金は備考欄に記載のとおりで、歳入決

算額の４5.３％を占める割合でございます。 

 次に、款２使用料及び手数料、項１使用料、目１施設使用料は、収入済額3,８６０万3,

１５０円で、前年度に比べ９４５万2,４００円、１9.７％の減でございます。各施設の使

用料は備考欄に記載のとおりでございます。 

 次に、項２手数料、目１ごみ処理手数料は、収入済額５億7,７２２万１７０円で、前年

度に比べ4,１２８万8,５７０円、6.７％の減でございます。 

 次に、款３国庫支出金の収入済額９０万2,０００円は、廃棄物処理施設モニタリング事
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業費補助金で、これは、放射性物質汚染対処特措法に基づき毎月１回行っている焼却灰、

飛灰及び排ガス中の放射性物質濃度測定費に対する補助金でございます。 

 ８ページ、９ページを御覧ください。 

 款５繰入金、項１基金繰入金、目１環境整備基金繰入金の収入済額は7,０９５万1,００

０円で、清柳園電気集塵機撤去工事及びテニスコート等改修工事に充当したものでござい

ます。 

 目２職員退職給与基金繰入金の収入済額は2,３７４万2,０００円で、普通退職者１名分

の退職手当に充当したものでございます。 

 次に、款６繰越金の収入済額４億6,９２０万7,８２５円は令和元年度からの繰越金で、

前年度に比べ4,０４６万9,３９０円、7.９％の減でございます。この繰越金には精算する

私車処分費約２億1,９００万円が含まれており、差引き２億4,９７０万円ほどが純然たる

繰越金となります。 

 次に、款７諸収入、項２雑入の収入済額は２億8,７８８万8,５０１円で、前年度に比べ

3,３３３万2,６５４円、１3.１％の増でございます。主な雑入の収入済額は、節１資源回

収物売払の１億2,６８６万6,９３８円で、その内容は、備考欄に記載のとおり、アルミ缶、

スチール缶、ペットボトル及び生きびんの売払いで、前年度に比べ1,４９２万4,３８６円、

１0.５％の減でございます。 

 次に１０ページ、１１ページになります。 

 節２回収鉄等売払の収入済額は2,０８９万1,１４３円で、その内容は備考欄に記載のと

おり、粗大ごみ処理施設の磁選機などにより回収された鉄の売払いや、施設の補修により

発生した鉄類等の廃材の売払い、また、焼却灰の中から回収したくず鉄の売払いで、前年

度に比べ６６１万6,２９７円、４6.３％の増でございます。 

 節３電力売払の収入済額は9,１９０万2,１４５円で、柳泉園クリーンポートで発電した

電力余剰分の売払いで、前年度に比べ３３１万1,８３３円、3.７％の増でございます。 

 節７その他雑入が4,２０８万3,３１７円で、前年度に比べ3,６９９万7,１４７円、７２

7.４％の増となっております。増の理由は、スポーツ振興くじ助成金及びペットボトル有

償入札拠出金等が増額となっております。 

 節８公有建物災害共済金が２６０万9,０６７円で、３度の落雷による保険金としての災

害共済金でございます。 

 次に、項３受託事業収入の収入済額は８５３万8,６００円でございます。その内容は、
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節１受託事業収入の備考欄に記載のとおり、災害廃棄物処理受託料で、令和元年に発生し

た台風１９号の被害による宮城県大崎市の災害廃棄物の稲わらを受け入れました受託料で

ございます。 

 続いて、１２ページ、１３ページを御覧ください。歳出について御説明いたします。 

 まず、款２総務費、項１総務管理費、目１人件費の支出済額は１億5,２３４万2,９３５

円で、前年度に比べ２８０万1,４９２円、1.９％の増で、これは人事異動によることが主

な理由でございます。 

 １４ページ、１５ページを御覧ください。 

 目２総務管理費の支出済額は１億1,８０４万5,５４３円で、前年度に比べ2,６２６万2,

４２４円、１8.２％の減で、これは弁護士報酬着手金約３００万円の減、基金積立金約2,

１００万円減少したことが主な理由でございます。 

 １６ページ、１７ページを御覧ください。 

 目３施設管理費の支出済額は9,５２６万５１３円で、前年度に比べ2,４９３万9,２４２

円、３5.５％の増で、主な理由は、節１２委託料において樹木剪定委託が1,１０４万9,０

００円の減となりましたが、次ページの節１４工事請負費において、清柳園電気集塵機撤

去工事を実施したことで、3,５２９万5,７００円が増となったことによるものでございま

す。 

 施設管理費の不用額が５５１万9,４８７円で、主な不用額ですが、節１０需用費の３９

１万1,１９１円は、備考欄記載の修繕料（一般）の減、節１３使用料及び賃借料７８万4,

９４４円は、備考欄記載のパーソナルコンピュータ等借上料の契約差金でございます。 

 次に、目４厚生施設管理費の支出済額は２億８０９万6,５４５円で、前年度に比べ4,１

９０万1,４４５円、２5.２％の増で、主な理由は、節１４工事請負費が2,８５２万7,８０

０円の増、節１７備品購入費が６０６万8,１２８円の増となったことによるものでござい

ます。 

 厚生施設管理費の不用額ですが、2,７４９万2,４５５円で、主な不用額ですが、節１０

需用費の1,２４９万3,０５７円は、備考欄記載の光熱水費で約1,１００万円、節１２委託

料の1,１２２万８６４円は、備考欄記載の厚生施設管理業務委託、予約管理システム運用

委託及びその他の契約差金でございます。 

 続いて、２０ページから２２、２３ページにかけて御覧ください。 

 款３ごみ処理費、項１ごみ処理費、目１人件費の支出済額は１億8,４０９万9,９９８円
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で、前年度に比べ1,１４３万8,９０３円、5.８％の減で、これは職員数の減によることが

主な理由でございます。 

 目２ごみ管理費の支出済額は１１億9,６２９万3,２７８円で、前年度に比べ2,９４７万

7,４７０円、2.５％の増で、主な理由は、クリーンポート人材派遣業務が約５６０万円の

増、柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業が約1,７６０万円の増及びクリーンポー

ト電力需給計器用変成器更新工事負担金が約５２０万円の増となったことによるものでご

ざいます。 

 ごみ管理費の不用額ですが、７６５万5,７２２円で、主な不用額ですが、節１０需用費

の３７９万６６０円は、備考欄記載の燃料費で約１９０万円、光熱水費で約１４０万円、

節１２委託料の約１６０万円は、備考欄記載の焼却残渣輸送作業委託、排ガス・焼却灰等

の放射性物質濃度測定委託及びその他の契約差金でございます。 

 ２４ページ、２５ページを御覧ください。 

 次に、目３不燃ごみ等管理費の支出済額は１億8,５８９万5,４２５円で、前年度に比べ

８７０万4,２４１円、4.９％の増で、主な理由は、節１２委託料の粗大ごみ処理施設運転

業務委託が約６１０万円の増、不燃物再利用（ガス化溶融）委託が約２５０万円の増とな

ったことによるものでございます。 

 また、不燃ごみ等管理費の不用額は７８９万7,５７５円で、主な不用額ですが、節１０

需用費の４８４万8,３１７円は、備考欄記載の修繕料（定期点検）の契約差金で約４３０

万円、節１２委託料の２９９万2,４４６円は、備考欄記載の各業務委託の契約差金でござ

います。 

 目４資源管理費の支出済額は１億1,４８４万3,３８２円で、前年度に比べ３０４万6,３

９６円、2.７％の増で、その主な理由は、次の２６ページ、２７ページを御覧ください。

節１４工事請負費、リサイクルセンター空調設備更新工事が約２２０万円の増となったこ

とによるものでございます。 

 資源管理費の不用額は３９２万8,６１８円で、主な不用額ですが、節１０需用費の３１

３万3,６７１円は、備考欄記載の修繕料（定期点検）の契約差金で約２７０万円となって

おります。 

 次に、目５し尿管理費の支出済額は2,９１８万2,１６３円で、前年度に比べ１９９万4,

４５１円、6.４％の減で、その主な理由は、節１０需用費で備考欄記載の修繕料（定期点

検）が約２１０万円の減となったことによるものでございます。 
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 不用額は２１３万6,８３７円で、主な不用額は、節１０需用費の１７０万7,３１７円は、

備考欄記載の光熱水費で約７４万円、修繕料（一般）で約４７万円でございます。 

 次に、款４公債費の支出済額は7,９０６万5,９６６円で、前年度に比べ２９８万3,４９

９円、3.６％の減で、これは、平成１６年度及び平成１７年度に借り入れた緑化整備事業

債の償還元金及び利子が減額したことによるものでございます。なお、令和２年度末現在

の未償還元金は6,３７３万4,０５９円でございます。 

 ２８ページ、２９ページを御覧ください。 

 款５予備費は予算現額２億8,４７７万4,０００円で、同額が不用額となり、全額令和３

年度へ繰り越しております。 

 歳出関係は以上でございます。 

 次に、３０ページを御覧ください。実質収支に関する調書でございます。内容は、表に

記載のとおりでございます。 

 次に、３１ページからは財産に関する調書でございます。３２ページから３５ページに

かけて公有財産の土地及び建物で、年度内の増減はございませんでした。 

 次に、３６ページから４６ページにかけて公有財産の工作物で、年度内の増減は、クリ

ーンポートにおいて大規模補修に伴う機器の更新により、押込用蒸気式空気予熱器、灰コ

ンベヤ及び飛灰処理装置が各１点の増、１点の減、灰押出し装置及び落下灰コンベヤが各

２点の増、２点の減。次に、清柳園において撤去工事による電気集塵器が１点の減。また、

不燃・粗大ごみ処理施設において廃蛍光管破砕処理保管装置１点の減、フロンガス回収装

置１点の減、合計で７点の増、１０点の減となっております。 

 次に、４７ページには、公有財産の１点３０万円以上の物品で、年度内の増減はござい

ません。 

 次に、４８ページには、基金でございます。各基金の前年度末現在高、決算年度中の増

減額及び決算年度末残高は、表に記載のとおりでございます。 

 次に、４９ページ以降は、歳入歳出決算参考資料でございます。御参照いただければと

思います。 

 また、決算審査意見書及び事務報告書を添付しておりますので、御参照いただければと

思います。 

 なお、柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業の実施事業内容を資料として添付し

ておりますので、技術課長から説明させていただきます。 



５４ 

 

 補足説明は以上でございます。 

○技術課長（濱野和也） それでは、お手元の議案第１６号資料、「柳泉園クリーンポー

ト長期包括運営管理事業決算について」の説明をさせていただきます。１ページを御覧く

ださい。 

 １、事業期間は、平成２９年７月１日から令和１４年６月３０日までの１５年間となっ

ており、今回は令和２年度の報告となります。 

 ２の事業費等、（１）総事業費は、千円単位で１３５億8,７５０万円、うち消費税相当

額が１１億9,３００万円、（２）令和２年度事業決算額は１０億5,０３８万6,０００円、

うち消費税相当額が9,５４８万9,０００円となります。 

 内訳は、①の固定費Ａが４億8,９２３万4,０００円、②の固定費Ｂが３億9,８９９万3,

０００円、③の変動費が6,６６７万円、④の消費税が9,５４８万9,０００円となります。 

 次に、３の令和２年度事業内容及び事業費等でございます。①の固定費Ａにつきまして

は、運転管理から警備業務等の人件費、各種測定、定期点検整備補修等の点検、検査、油

脂類、施設内清掃等となります。１つ飛びまして、③の変動費につきましては、令和２年

度ごみ搬入焼却量に応じた薬品代となります。②の固定費Ｂにつきましては、大規模補修

及び更新工事に係る事業費となります。 

 ここで、令和２年度に実施しました大規模補修及び更新工事について説明させていただ

きます。２ページを御覧ください。 

 「令和２年度大規模補修について」には、２年度に実施しました各設備における補修内

容が記載されており、その補修箇所を示したものが５ページのＡ３横長の「令和２年度大

規模補修箇所」となります。 

 大規模補修内容について、設備ごとに説明させていただきます。５ページを御覧くださ

い。 

 フローシートの赤く囲った部分が大規模補修箇所となり、フローシートの緑色の「２ 

焼却設備」について実施いたしました。内容は、各炉のゾーン１、２を重点に火格子の交

換、各焼却炉耐火物の補修を実施いたしました。 

 大規模補修工事のうち更新工事につきましては、フローシート青色の「４ 排ガス処理

設備」、黄色の「６ 通風設備」及びピンク色の「７ 灰処理設備」について、実施いた

しました。 

 内容は、青色の「４ 排ガス処理設備」では、各炉のボイラから減温塔までの間及び２
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号炉、３号炉の減温塔からバグフィルタまでの間の更新を実施いたしました。 

 次に、黄色の「６ 通風設備」では、２号炉の押込み用蒸気式空気予熱器の更新を実施

いたしました。 

 次に、ピンク色の「７ 灰処理設備」では、１号炉及び３号炉の落下灰水槽及び灰押出

機、１号炉の灰コンベヤ及びシュート部分の更新を実施いたしました。 

 次に、青色の「４ 排ガス処理設備」から付随しております飛灰処理設備では、飛灰処

理物搬送コンベヤＮｏ.２の更新を実施いたしました。 

 なお、２ページの「令和２年度大規模補修について」の中で、２年度に実施しました内

容を次の４ページの大規模補修予定表の令和２年度欄に黒丸で表記しております。 

 このほかに、令和２年度に事業提案に基づいて行いました補修等の内容を報告させてい

ただきます。５ページにお戻りください。 

 ５ページのフローシートピンク色の「７ 灰処理設備」では、灰クレーンの爪による損

傷摩耗している灰ピットの底の部分を補修し、水はけ効果をよくすることで灰重量抑制を

図りました。こちらは４年計画で、今回３回目の灰処理底部補修の４分の１を実施いたし

ました。 

 続きまして、６ページの柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業に係る経費比較表

を御覧ください。こちらは、平成２８年７月に開催しました全員協議会に提出した資料を

基に作成したものとなります。 

 １の包括委託に該当する経費は、包括運営管理をしなかった場合の柳泉園組合積算額で

す。 

 ２の包括委託経費は、コンサルタントが積算した包括運営管理をした場合のものとなり

ます。 

 ３の柳泉園組合支払額は、実際に支払った決算額となります。 

 ４の効果額は、３の柳泉園組合支払額から１の包括委託に該当する経費を差し引きした

額として、令和２年度につきましては、４億2,０００万円程度の効果、削減効果になった

ことを示しております。この表に今後決算額を入れることにより、最終的にどれだけの効

果があったのかを確認することができます。 

 ７ページを御覧ください。７ページ以降につきましては、柳泉園クリーンポート長期包

括運営管理事業の実施に伴いまして作成した財政フレームでございます。 

 ８ページを御覧ください。右上に、事業前として変更前と記載しております。表３の歳
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入の見通し及び表４の歳出の見通しにつきましては、計画当初となります。 

 続いて、９ページを御覧ください。右上に、事業後として変更後と記載しております。

表の太枠部分については、各年度の歳入歳出決算額及び負担金額になり、参考として添付

させていただきました。 

 以上で、「令和２年度柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業決算について」の説

明とさせていただきます。 

○議長（鈴木たかし） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

 本日は、安藤代表監査委員が御出席されておりますので、決算審査報告を求めます。 

○代表監査委員（安藤純一） 監査委員の安藤でございます。 

 令和２年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算の審査報告をさせていただきます。 

 柳泉園組合議会選出の沢田監査委員と私は、例月出納検査を都合４回、決算審査を３回

実施いたしました。その結果を御報告いたします。 

 地方自治法第２３３条第２項の規定に基づきまして、令和２年度柳泉園組合一般会計歳

入歳出決算書を審査いたしましたところ、歳入歳出ともに正当であり、かつ、関係書類及

び帳簿とも完全に整備されており、令和２年度の決算は正確であることを証明いたします。 

 令和３年１１月２４日、柳泉園組合監査委員、安藤純一、同じく沢田孝康でございます。 

 なお、審査の意見書につきましては、既に皆様のお手元に配付済みでございますので、

説明は省略させていただきます。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（鈴木たかし） 報告が終わりました。 

 なお、安藤代表監査委員に対する質疑は省略をさせていただきますので、御了承をお願

いいたします。 

 以上で決算審査に関する報告を終わります。 

 これより質疑をお受けいたします。質疑のある方は挙手にてお願いいたします。 

○３番（村山順次郎） 決算審査でございますので、私からは、柳泉園クリーンポート長

期包括運営管理事業に関して幾つか質問をさせてもらいたいと思います。 

 平成２８年に柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業を実施するということで議会

での議決をいたしまして、平成２９年から実施しているという認識でおります。その際に、

それ以前は一定の金額以上の大規模改修等の事業については、議決事項として関係資料も

整えていただいて、都度毎年毎年議会で議論をして、議決をして実施をする。そういう手
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続だったものが、１５年という長期包括になったことによって、毎年毎年の議決事項とい

うのはなくなったと。 

 なくなるのは仕方のないことなのだけれども、議会に提供されていた関連資料、どうい

う工事をどういうふうに実施するのか、どういうふうに実施したのか、議案ですから実施

するのかという情報提供が減少してもらっては困りますよという議論をして、決算審査段

階、予算審査段階でもそうなのですけれども、このように資料を整えて、昨年度の工事は

こうでしたということで御報告をいただいているという経過であります。また、財政フレ

ーム、コストメリット、財政的なメリットの推移というところについても、平成２８年の

全員協議会時の資料と比較して実際の効果が上がっているかどうか、財政的な効果が上が

っているかどうかが比較できるようにしてほしいということで、こういう資料を作ってい

ただいているという経過であります。 

 １点目、財政フレーム、関連資料でいうところの６ページ、Ａ３横長の資料のところで

すけれども、一番下の「効果額」は、表３の実際の支払額から、１、これは平成２８年時

点で長期包括をしなかったら幾らかかるのかという積算があって、この引き算をすると４

３億5,５００万円余の財政効果があるよというのが、表１の合計と表２の合計の差が４３

億5,５００万円あるという御説明で、なるほどということで私もその当時賛成した経過で

あります。 

 この表は、３の小計から１の試算を引くという形で財政効果を見ているわけですが、見

ますと、表２は当時もこの積算があったわけですけれども、これよりも実際の支払額はさ

らに安くなっている、下回っている。これが、以前御説明があったかなという気もするの

ですけれども、当時の積算、当時の推計からしても、さらに毎年毎年支払う金額が下回っ

て安くなっているというのは、どういうところに効果が生じてこういう結果になっている

のか。４年間で１６億円余の効果が上がっているわけですけれども、そこの御説明と、こ

の４年間ということですけれども、財政効果の分析ですね、どういうふうに評価されてい

るのか、そこの所見。私は、当初御説明のあったとおり、あるいはそれ以上の財政効果が

上がっていると見ていいかなと思っているのですが、そういう見方でよろしいか。あるい

は解説があればお聞きをしたいと思います。１点目がそれですね。 

 ２点目の質問は、もう１つの課題は、長期包括で委託をしますと、その先の管理運営に

あたっても基本的に直営に戻ることはなくて、形式はいろいろ可能性はあるとしても、何

らかの形で一定の期間の包括委託になるだろうというのが当時の説明でございました。そ
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うしますと、事業者任せ、当時の議論で言うとマンネリ化という言葉でしたが、事業者任

せ、ある意味丸投げのようになってしまっては困りますよという話をしてきて、その意味

でお聞きするのですけれども、大規模修繕の資料を御提供いただいていて、２ページから

４ページですね。ここで、以前は４ページの資料、縦長の表ですけれども、ある時点にお

いては、この年度でこの部分については工事をしようと思っていたけれども、それを前倒

ししたり、あるいは先送りしたり、実施時期が都度都度変更されていくという様子が資料

から分かる報告をされていたのですけれども、最近はこういうこの年度でこの工事を実施

したという形の資料になっている。 

 お聞きしたいのは、令和２年度の予算審査段階から実際やってみたら前倒ししたり、そ

の後、来年度でやる予定だったものを令和２年度でやったり、あるいは令和２年度でやる

つもりだったけれども、それを先送りにしたり、そういう操作、コントロールはあると思

うのですけれども、そういうものがあるのかどうか。あったとしたら、表４ページの資料

から見るとどこにあるのか、少し御説明いただければなと思います。 

 決算審査意見書も拝見いたしまして、柳泉園クリーンポートにおいては大きな事故、ト

ラブルはなかったということでの言及もあって、１２月ですか、ピットで火災があったと

いう言及はありますが、人的被害もなく大事に至らなかったという御説明ですから、私も

その認識でおります。大きなトラブルがなかったということなのですけれども、あえて聞

きますけれども、報告に至らない、焼却炉の運営上、そこを止めたりとかそういうことに

は至らない。人的被害も生じないけれども、事業者とのやりとりの中で起こったそれに至

らないトラブル、事故未満のもので、もし御報告いただけるものがあれば御説明いただけ

ればなと思います。 

○技術課長（濱野和也） まず、柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業に実施した

ことによる財政効果的なものでよろしいでしょうか。今回資料を添付させていただきまし

たけれども、令和２年度におきましては約４億2,０００万円の財政効果がございました。

そのほかにも、実際ごみ処理を行いながら大規模補修ができるということ、あるいは売電

収入又はごみ処理手数料の確保が図られること、また来年度も引き続き、御説明させてい

ただきましたけれども、小平・村山・大和衛生組合からの広域支援も行っておりますので、

当組合としては、そういった別の場所の広域支援を受けずに大規模補修が実施できるとい

うことで、一つの財政効果を得られると考えております。 

 ２点目に関しましては、柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業に係るモニタリン
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グ的なことになるのですけども、今後、令和１０年度には運転業務が全面委託となります。

さらにモニタリングの精度を向上させるために、令和２年８月に柳泉園クリーンポート長

期包括運営管理事業モニタリング実施要領というものを作成しまして、その後一部見直し

を行いながら、モニタリングのチェックシートを作成しました。実際、今年の１月頃に、

そういった内容に関して管理職を対象にチェックシートを活用したモニタリングの試行を

行ってきておりますので、今後、令和３年度を対象に４年度から実施していきたいと考え

ております。 

 続きまして、４ページの大規模補修予定表ということですけれども、こちらに関しまし

ては、黒丸のところが既に実施した内容、各設備におきます大規模補修箇所を示しており、

白丸のところが今後予定している箇所になります。実際、議員が言われるように、表のと

おりとはなかなかいかない部分もございまして、中には前倒しをして既に業務が完了して

いるところもございます。実際に、来年度予算の関係になるのですが、令和４年度になり

ますと、当初予算の中でこういった形で４年度はどういった内容の工事といいますか、大

規模補修を行いますよということで報告はさせていただきたいと思っております。 

 ４ページの部分に関しましては、先送りというものは今年度はないのですけれども、前

倒しに関しましては、実際には一部分やっているところもございます。ただ、すみません、

４ページの表ですとそれがどれなのかというのは確認ができないところで、大変申し訳ご

ざいません。 

 それと、ピット火災、４点目の火災等に関しての柳泉園クリーンポートにおきますトラ

ブルといったものですが、議員の皆様御承知のとおり、前回、水冷ジャケットの水漏れと

いうのも発生いたしました。あのような場合はごみの処理に関わることですので、議員の

皆様には報告しているところです。実際、その他のトラブルとしては、日頃あってはなら

ないのですけれども、可燃ごみの中に針金とかの鉄類、そういったものが多く混入されま

して、焼却した際に当然燃えないものですから、それが灰コンベヤのチェーンに絡まって、

適正に灰を灰ピットに送り込む作業ができないということが多々あります。その場合は、

現場にすぐに運転員が出向きまして、コンベヤを逆転させて、そういった鉄類を取り除く

作業を随時行っております。今後、何か大きなトラブルに関しまして発生した場合は、直

ちに議員の皆様に報告して、今後このような処理を行いながら、ごみの受入れが遅れるこ

とがないように対応していきたいと考えております。 

○総務課長（米持譲） ４ページの大規模補修の予定表について補足説明をさせていただ
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きます。 

 令和２年度実施の箇所につきましては、当初予算より変更はございませんので、御理解

いただければと思います。また、それ以前の予定に関しましては、従前、議会で変更があ

った場合は既に御説明をしておりますので、そちらが反映された形で今回の予定表は作成

されております。よろしくお願いいたします。 

○３番（村山順次郎） 少し聞き方が悪かったのかなと思うのですけれども、６ページの

横長の柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業に係る経費比較表というのがあって、

ここから見て、当初御説明のあった財政効果が着実に得られていますよねと、私はそう思

っていますが、どう思っていらっしゃいますかという質問なのです。御答弁を聞くと、売

電とか、広域支援とか、それは歳入になるのは分かるのですけれども、一応この表上は売

電とか広域支援とかで収入があったという話ではないかなと。それで歳入が増えていると

いうのは、それは事実としてあるのですけれども、柳泉園クリーンポート長期包括運営管

理事業という観点で言ったときに、炉を止めずに、よそにお願いをせずにやれているとい

うことは、これはこれで大事なことだと思うのですけれども、その意味での御答弁をいた

だければいいなというので、もう一度聞きたいと思います。 

 ４ページの縦長の表に関しては、予算審査段階から比べても、先送りも前倒しもなかっ

たということでありました。一応令和２年度決算審査の段階なので、令和２年度の中で１

２月の火災以外に報告には至らないレベルのトラブル等はありますかという御質問に対し

て、鉄類の混入によるコンベヤの支障は一定あったけれどもということで、逆に言うとそ

れ以外は特に大きなものはなかったということなので、それは分かりました。その御答弁

の上でもう一回聞きたいと思います。 

○総務課長（米持譲） それでは、柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業に係る経

費比較表についての御答弁をさせていただきます。 

 まず、１の包括委託に該当する経費につきましては、先ほどから村山議員もおっしゃる

ように、柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業を実施しなかった場合の単年度の事

業費を積算して、１５年の計上をしております。 

 ２の包括委託経費につきましては、コンサルタントが積算した金額になりますが、こち

らは柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業を実施するにあたって、総合評価による

入札を実施する際の予定額となっております。そちらを参考に添付させていただいている

ところでございます。 
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○３番（村山順次郎） 一応努力をして分かってもらえるように質問しているつもりなの

ですけれども、効果が出ていると私は思います。その立場でさらに聞くのですけれども、

柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業に関しては当初言われていたような財政効果

が上がっていると。さらにそれを下回るような、効果としては大きくなるような効果が上

がっているということが６ページの資料から分かりますという点と、今年度においては水

冷ジャケットのことはありましたけれども、柳泉園クリーンポートについては安全に、全

く何の問題もないというわけではないにしても安全に運転ができていて、市民の負託に応

えて、柳泉園クリーンポートに関して言えば可燃ごみの焼却処理ができている。 

 その観点からいうと、年３回のりゅうせんえんニュース、あるいはホームページ等の活

用でこの効果が上がっているよと、今私が感じるのはこの２点なのですけれども、効果が

上がっているよということを市民の皆さんに、柳泉園組合の広報力というのはおのずと限

界はあるわけですけれども、そのことをしっかり周知してほしいと思うのですけれども、

その点の取組は毎年聞いているのですが、いかがでしょうか。３回目ですので、御答弁は

何であれ、聞いて終わります。 

○技術課長（濱野和也） 申し訳ございません。柳泉園クリーンポート長期包括運営管理

事業に関する内容等を市民に周知というようなことでよろしいでしょうか。こちらに関し

ましては、現在大規模補修を実施しているところでございますが、実際、今議員が言われ

たように、りゅうせんえんニュースやホームページで報告しているところでございます。

その他以外では、今のところはやっていないのが実情ですので、今後、これも昨年と同じ

ような言い方になってしまうかもしれないのですけども、大規模補修もまだ途中でござい

まして、１０年たてばということになりますので、その辺を一つの区切りとして、大規模

補修でこういったことをやって、これだけのとか、あるいは、その辺はそれだけでなく、

今後、柳泉園組合内で協議して、大規模補修したことによってこれだけ経費の削減ができ

ているのだよというような、安心、安全に施設を稼動させながら、それでこういった経費

削減に努めているのですということを市民に周知できたらなと考えております。 

○１番（島崎孝） １点だけお伺いします。 

 今回の決算書の中で、財産関係につきましては、面積、あるいは台数とかの記述はある

のですけれども、現行、市でも新公会計制度等を入れて複式簿記化している。資産関係に

関しても減価償却の費用が分かるような形になっているのですけれども、柳泉園組合とし

ては、複式簿記、新公会計制度の取組の状況というのはどのような状況になっているのか
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お伺いしたいと思います。 

○総務課長（米持譲） 当組合の今後の公会計制度への活用についてというところで御答

弁させていただきます。 

 現在、公会計制度の活用につきましては、平成２９年度決算より公会計制度による財務

書類４表として、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書

を作成しているところではございますが、具体的な活用には至っていない状況でございま

す。将来、施設の更新時には、補助金である交付金の交付要件に廃棄物会計の財務書類の

作成が義務づけられる予定があることからも、今後は準備をしていきたいとは考えておる

ところでございます。 

○１番（島崎孝） 本日も度々議論に出ておりましたが、施設、設備の更新に関しては減

価償却の資料等があったほうが判断するには分かりやすくなるかなと思いますので、今後

の活用をよろしくお願いしたいと思います。 

○９番（佐々木あつ子） よろしくお願いいたします。３点ほどと思っております。 

 １つは、基金の考え方なのですけれども、決算書の１７ページの総務管理費積立金の中

に清柳園解体事業基金積立金3,５００万円というものがあって、前年度の決算の同じ項目

のところを見ますと、施設整備基金積立金5,６００万円となっております。先ほど、補正

予算の説明のところで余剰金の２分の１を積み立てるという話もあったのですけれども、

そもそもこの整備基金が清柳園解体基金に変わったということの理解でいいのか。この数

字の差異はどういうことなのかということをまず１点お伺いしたいと思います。 

 それから、昨年１０月から清瀬市では戸別収集が始まって、ペットボトルの収集も容器

包装リサイクルの回収となって、搬入が柳泉園組合ではなく別のところに移った経過があ

ります。それで、今まで柳泉園組合にペットボトルは回収されたものが来ていたわけです

けれども、それが昨年の１０月、年度の途中からということになると思いますけれども、

その影響というのでしょうか、分かりやすく言えば、清瀬市の負担金の数字に何か影響が

出てきているのかどうか、その辺が分かれば教えていただきたいと思います。 

 それから、かねてから私たちは問題意識があって、事務報告書の５８ページに浴場施設

の年間の利用人数が書かれていて、コロナ禍の影響の関係で、１年間、一般の方で４万3,

２６５人、障害をお持ちの方でも7,３３８人が御利用されたということになっています。

この一般の方たちはどういうところから、一番は東久留米市の市民の皆さんが御利用して

いるのかなと思いますけれども、いろいろなところからいらっしゃるのかなとも思うので
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すが、清瀬市は実は銭湯がなくなってしまって、公衆浴場がなくなってしまっているので、

「柳泉園組合のお風呂に行きたい。ただ、自分の足では行けないのでバスを出してほしい。

柳泉園組合にお願いできないか」ということを常に私たちも言われていることがありまし

て、これはいろいろな事情があるので、出しましょうというふうにはならないとは思いま

すけれども、どういうものをクリアしたら、それが可能になるのかとか、そういうような

検討も柳泉園組合でされているかどうかも含めて御答弁をお願いしたいと思います。３点

です。 

○総務課長（米持譲） それでは、１点目の基金について御答弁させていただきます。 

 現在、施設整備基金及び環境整備基金については、施設の更新等を考慮し計画的に積立

て、使用していくことが基本的な考え方ではございますが、現在、清柳園解体事業を第一

に考えている状況でございまして、現状では、余剰金につきましては清柳園解体事業基金

に積立てをしているところでございます。また、職員退職給与基金につきましては、職員

の退職手当に充てるために設置しているものですが、例年の退職者数を見込みまして、一

定額積立てをさせていただいている状況でございます。 

 繰越金からの差異についてでございますが、今年度繰越金４億6,９２０万7,８２５円に

なりますが、内訳は当初予算の繰越金が４億円、残りの6,９２０万7,８２５円が剰余金と

して取り扱っている額でございます。こちらの剰余金の２分の１を清柳園解体事業基金に

積み立てておりまして、3,５００万円とさせていただいておるところでございます。 

○資源推進課長（横山雄一） それでは、ペットボトルが清瀬市から搬入されなかったこ

とによる影響額についてというお尋ねでございました。こちらにつきましては、令和２年

１０月から６か月間搬入がなくなっております。影響額につきましては、正確な数字は今

持っていないのですが、おおよそ９００万円と想定しております。 

○施設管理課長（濵田伸陽） マイクロバスの導入ということで、今回は令和３年４月１

日から指定管理者の運用を開始したわけですけれども、恐らく事業提案の中でも、その議

論とか提案の中でもそういうことがあったとは思うのですが、ただ、我々の指定管理の利

用料金収入等を考えたときに、マイクロバスの運行という費用対効果を考えたときになか

なか難しいという中で、やはりマイクロバスの導入は各社とも見合わせている状況がござ

いました。 

 今後、清瀬市民、関係市民がそういう御利用の要望とか提案とかをいろいろ今後検討し

ながら、やはり費用対効果の面を見ながら、我々としても、事業運営の考え方として、ま
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た常に厚生施設を関係市民が幅広く利用いただけるような対策も講じながら、そういった

一つの手法として検討していきたいと思います。 

○９番（佐々木あつ子） １点目の基金の考え方は分かりました。つまり、当初で４億円

を見込んでいるので、6,９２０万円についての２分の１ということになるのだと思います。

そうなりますと、御答弁がなかったのですけれども、前年度施設整備基金積立金が清柳園

解体事業基金に変わるということになるのですか。では、それは御答弁を下さい。 

 それから、朝から清柳園の話ばかりをして申し訳ないのですけれども、積立総額を令和

５年までに６億円という計画があって、当初積立金等々で今回は3,５００万円ですけれど

も、１億6,２００万円、１億9,４００万円とずっと行って、６億円まで積み立てる計画が

あるのですけれども、当初で見込んでいて、それ以外のところの２分の１をというと、か

なりシビアなぎちぎちの計画になって、これが本当にかなうのかなというような感じを受

けるのですけれども、そうでないと、解体計画そのものができなくなったとか、基金が足

りないよとかいうようなことになりかねない。計画段階でそれができるのか。御検討され

たときに確固たる確信があってお考えを出しているのだと思いますけれども、もう一度そ

の見込みを、お考えを教えてください。 

 ２つ目のペットボトルは、影響額９００万円ということは、清瀬市の負担金からその分

は減額になっていますよというような理解でよろしいのですか。そこは確認です。 

 それから、浴場施設へのアクセスということでバスの運行ですけれども、もちろん赤字

を覚悟して、少数の人数を毎日毎日バスを出すということは不可能だと思います。だけれ

ども、厚生施設として柳泉園グランドパークを御利用いただきたいという姿勢であれば、

これは幾つもクリアしなければならない課題はあるかと思いますけれども、やはり調査と

いうのでしょうか、先ほど私が申し上げた４万3,２６５人の方がどこからいらしているの

か。バスなのか、自転車なのか、歩きなのかなというのは、少し時間がかかってあれかも

しれませんけれども、そういう意識を持った調査を一度やっていただいて、声としては猛

烈にあるのですよ。夏場なんかは特に行きたいとおっしゃっている方たちが、久米川駅ま

でバスで行っている方とか、大変な御苦労をして公衆浴場に行っているという方がいるの

で、せっかくなら、恐らく竹丘地域の方たちが中心になるかもしれませんけれども、駅の

南口からでもバスを出していただけたら、本当にお客さんはかなりいるのではないかと私

は思っているのですね。その辺の検討の余地があるのかないのか。ぜひこれは指定管理者

とのお話合いにもなると思いますけれども、もう一度御見解をお聞きしたいと思います。 
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○総務課長（米持譲） それでは、基金について補足答弁させていただきます。 

 現在、基金につきましては４つの基金を持っております。職員退職給与基金、環境整備

基金、施設整備基金、清柳園解体事業基金でございます。清柳園解体事業基金につきまし

ては、昨年度、清柳園解体事業を行うにあたって基金条例を設置したところでございます。

議員のおっしゃる施設整備基金の使用にあたりましては、目的は、ごみ、し尿処理施設を

整備する資金に充てるために設置をしているものでございます。現在は、清柳園解体事業

を中心に基金を積み立てている状況でございます。 

○施設管理課長（濵田伸陽） 清柳園解体事業基金の積立て方の考え方ですけれども、清

柳園解体事業の財源はやはり清柳園解体事業基金により対応するため、令和５年度末まで

の積立額を６億円という目標に積み立てする計画を立てておりました。この積立計画では、

解体工事事業期間を令和５年度末までとして計画しておりましたが、今回の調査結果にお

いて、予定ではございますが、令和６年度末までの１年間ずれるスケジュールとなります。 

 このため、今後の解体事業における事業費においては、令和４年度に実施する土壌汚染

状況調査結果のいかんによっては６億円を超えることもあり得ますし、そこで令和６年度

までの事業とすると、令和５年度までの積立計画をさらに令和６年度までに延伸し、事業

費に合った積立目標額を変更することも可能でありますけれども、その際にはやはり十分

関係市と協議しながら、決算剰余金などの２分の１の積立てのほか、予算計上にする基金

積立てのための増額をすることを視野に入れていくことも必要だと考えております。 

 また、マイクロバスの今後の考え方でございますけれども、調査は必要だと思います。

現状は、銀河鉄道バスが、東村山駅から柳泉園組合の前まで来ている循環バスがございま

す。そちらを利用しているお客様だとか、あとは西東京市方面からですと、花小金井駅か

ら西団地行きの路線バス、また東久留米市からは、東久留米駅から西団地入口までの路線

バスなどがございまして、車を利用されない方はそのような形でお越しになっているのか

なとも推測しますけれども、先ほど議員がおっしゃるように調査をした上で、今後、マイ

クロバスの必要性等市民の皆様が広く利用できるような考え方をやはり我々としましても

検討していかなければいけないと思っていますので、十分調査研究させていただきたいと

思います。 

○資源推進課長（横山雄一） それでは、ペットボトルの搬入減少と負担金の関係につい

てというお尋ねでございました。 

 こちらにつきましては、清瀬市のペットボトル搬入が減少したからといって、清瀬市の
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負担金のみに影響するということはございません。負担金の計算上、歳出から歳入を引い

てから関係市の負担金を算出しておりますので、関係市ともその分については上がってい

くという関係になっております。 

○９番（佐々木あつ子） ありがとうございました。４つの基金があるということも改め

て私も知ったわけですけれども、残高がどういうふうに推移しているかということがやは

り全体を見る上で大事かと思いますが、それがどこかにあるのでしょうか。見つけられな

かったものですから一緒にお尋ねしたところですけれども、一覧がもしあるようでしたら

教えてください。 

 それから、ペットボトルの件は分かりました。 

 それから、お風呂のアクセスですけれども、本当はコミュニティバス同士で乗り入れが

できて、乗り継いでここまで来れるというのがあったり、いろいろ研究する必要があるか

なとは思います。柳泉園組合だけがバスを仕立てて、指定管理者のほうになるのかもしれ

ませんけれども、少しそれは無理なのかなとも思います。ただ、やはり関係市がそういう

意味でのお客さんを増やすことの方向を探っていく。本当に困っている人たちにぜひこの

お風呂を使ってくださいというアピールやその姿勢を示すことは大事だと思うのですね。

なので、これは少し私もいろいろ研究してみたいと思いますけれども、ぜひ検討の余地は

あるよということで確認をしたいと思いますので、その点だけ御答弁いただきたいと思い

ます。 

○助役（鹿島宗男） コミュニティバスの導入ということなのですけれども、そもそも指

定管理者を導入するときに、いろいろ条件の中でコミュニティバスの導入も柳泉園組合で

も検討しました。また、指定管理者選定委員会でも検討していただきました。その中で、

数千万円のお金がかかるという結論が出まして、それで関係市での協議の中で、現在、数

千万円のお金を投入してバスを導入するような状況にないということで、もう少し運営状

況を見ながら検討をさせていただきたいと、指定管理者選定委員会の中でそのような結論

になったという次第でございます。 

○総務課長（米持譲） 基金の残高状況について御答弁させていただきます。 

 決算書の４８ページを御覧いただければと思います。こちらは令和２年度末までの決算

額となっておりますが、令和３年度、今年度、清柳園解体事業基金積立金につきましては

１億2,２００万円を予定しております。ただ、今年度、決算剰余金として実は4,０００万

円を見込んでおりましたが、コロナ禍の状況で3,０００万円ほど減額となっております。
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こちらにつきましては令和４年度に調整をさせていただきたいと考えており、令和５年度

までに６億円は目標として積立てを考えております。 

○４番（後藤ゆう子） ２点質問させていただきます。 

 今、御質問にも上がりましたが、１点目はペットボトルについてです。監査委員の意見

書の指摘事項１４ページにも、（３）歳出の削減についてのところで「ペットボトルの回

収については、既に３市のうち２市が他の一般業者に回収を依頼しており回収量が減少し

ている。設備の管理や人件費等の経費もかかることから、費用対効果を考慮しながら、今

後ペットボトルの回収についてどのようにしていくべきか関係市と検討していく必要があ

ると考える」とあります。 

 現在、こちらにペットボトルを搬入しているのは西東京市のみというところで、費用対

効果というところがあって、私もよく制度が分かっていないものでお尋ねしたいのですけ

れども、決算書の９ページの雑入のところで、ペットボトル売払として2,５５６万6,０６

３円の歳入があり、次の１１ページのところにはペットボトル有償入札拠出金６４８万1,

６０７円、この２つは、ペットボトルを柳泉園組合に搬入があることによって入る歳入な

のかなと思っているのですけれども、それが正しいのかということと、一方、設備の管理

や人件費等の経費がかかるというのは、この決算書でずばり幾らというところまでは行か

ないと思うのですけれども、どういったペットボトルの回収をすることによってかかる経

費がどれぐらいあるのかというところを、ざっくりでいいのでお聞かせいただきたいと思

います。 

 ２点目が、決算書の１１ページの真ん中辺ですね。建物災害共済金、３度の落雷があっ

たことにより２６０万9,０６７円共済金が入っているのですけれども、これは歳出ではど

ういったものに、修繕費なのかなと思うのですけれども、どういったものに使われて、プ

ラスマイナス、この共済金で３度の落雷による機器の故障といったものは賄えたのか。そ

れ以外にもしかかった費用があれば、お示しいただきたいと思います。 

○資源推進課長（横山雄一） それでは、まず科目の確認についてお答えいたします。 

 先ほど、後藤議員からございました９ページのペットボトル売払と１１ページのペット

ボトル有償入札拠出金が、議員おっしゃるとおり、ペットボトルが柳泉園組合に入ってく

ることによって収入となって、こちらの金額が入ってきているものでございます。 

○総務課長（米持譲） 決算意見書の本年度の指摘事項のペットボトルについて御答弁さ

せていただきます。 
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 今後、関係市と検討していく必要というところについてでございますが、関係市の回収

形態等を鑑みながら、資源回収物の処理方法等について、今後、施設更新等を踏まえなが

ら調査研究はしていきたいと考えているところでございます。 

 ２点目の諸収入の公有建物災害共済金の歳入について御答弁させていただきます。公有

建物災害共済金につきましては、３件の歳入となっております。いずれも落雷による災害

でございます。２件につきましては、令和元年８月１日、９月１１日に発生した落雷によ

る損傷で、クリーンポート防災監視盤、リサイクルセンター自動火災報知設備及び検量棟

Ｎｏ.３計量器が損傷し、年度内に設備補修は完了したところでございますが、災害共済

金の最終申請及び決定が令和２年度となったものでございます。残りの１件につきまして

は、令和２年９月２日に発生した落雷により、し尿処理施設の流量計が損傷したことでの

災害共済金でございます。こちらの災害共済金で全額賄われてはおりません。 

○４番（後藤ゆう子） ありがとうございました。ペットボトルに関する歳入は分かりま

した。西東京市がペットボトルを搬入することによってかかる経費ということは今の御答

弁では分からなかったのですけれども、西東京市だけが搬入しているということが負担に

なっているのであれば、関係市と検討していく必要があるのかなとは思っているのですけ

れども、そもそも市としては、ペットボトルの回収とかは各市減らしたいと思っているで

しょうから、減っていく方向になるとは思うのですけれども、負担金を抑えたいという中

での貴重な歳入であるというところも分かりましたので、素人の私がこうしたらいいので

はないかという御提案はできないのですけれども、こうやって指摘事項に書かれています

ので、ぜひ関係市と検討していく必要があるのだと、私からも検討をお願いしたいと思い

ます。 

 それから、落雷のほうですね。やはりこれだけでは賄えないということが分かりました。

決算なので、今年の落雷についてはもちろん決算書には表れていないのですけれども、今

年の７月のまた落雷では厚生施設がしばらく使えなくなるような事態にもなりましたので、

機器が壊れるという破損だけではなくて、営業ができないということを余儀なくされるこ

とによって使用料などが入ってこなくなるということで、毎年このような災害があるとい

うのは本当に頭の痛い問題で、気候変動によって落雷の発生率というのは高まっていると

いうデータもありますので、根本的な、以前も問題になったのかもしれないのですけれど

も、避雷針がいいのかどうか分からないのですけれども、落雷対策というのもどこか頭に

入れておくというか、今後情報収集して落雷対策というものをしていただきたいと申し上
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げて、終わります。 

○８番（小西みか） １点確認させていただきたいのですけれども、柳泉園クリーンポー

ト長期包括運営管理事業に関係いたしまして、先ほど御説明いただいた議案第１６号資料

の１ページの令和２年度の事業費と、資料として頂いております柳泉園クリーンポート長

期包括運営管理事業に係る経費比較表の２番の「包括委託経費」という、令和２年度のと

ころを比較するということでまずよろしいのでしょうか。 

○総務課長（米持譲） 事業決算について御答弁させていただきます。 

 こちらの固定費Ｂの事業費におきましては、契約時の実事業での予算金額で計上をさせ

ていただいているところでございます。また、決算額につきましては、平準化払いをして

いる関係で固定費として決算額を掲示しているという状況でございます。 

○８番（小西みか） 決算額というより、事業費のここで言うと消費税抜きの金額なのか

なと思うのですが、１４億5,１９７万9,０００円と、６ページの表でいう１１億3,１３４

万9,０００円というのを比較するという見方でよろしいのでしょうか。 

○総務課長（米持譲） 小西議員のおっしゃるのは、６ページの２番目のところでござい

ましょうか。こちらは、総合評価で柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業をする際

のコンサルタントが１５年の積算をした金額でございまして、こちらの金額ではございま

せん。１ページ目の事業費につきましては、柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業

を契約するにあたって、実事業の総額を１５年間で単純に割り振っている金額でございま

す。お支払いは、当初の金額は大規模補修の金額がかなり増減することがございますので、

平準化して契約をしているというところでございます。 

○８番（小西みか） そうしますと、１ページの事業費というのは、実際に工事に令和２

年度でかかった費用ということではない。固定費に関しては単純な年割みたいなものもあ

るという。内容と事業費というのが当然ひもついているのだろうなというふうに読んだの

ですけれども、そうとも限らないということなのでしょうか。 

 そもそも契約の前から私は、項目立て自体が比較することができないのではないかとい

うことはずっと申し上げていたつもりなのですけれども、結局、資料として提示していた

だいて、では何に基づいてこれはどうなっているのだ、実際の事業費は予定していたより

多いのではないかとか、そういうことが比較できるものという側面もあるのかなと思った

のですが、それは単純にはなかなかまだできないという資料のつくりになっているという

ことなのでしょうか。 
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○総務課長（米持譲） 分かりにくい説明で申し訳ございません。こちらの事業費につき

ましては、実際に令和２年度にかかっている金額でございます。 

○議長（鈴木たかし） ほかに質疑ございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鈴木たかし） それでは、質疑なしと認めます。 

 続いて、これより討論をお受けいたします。討論、よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鈴木たかし） 討論省略と認めます。 

 これより議案第１６号、令和２年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認定を採決いたし

ます。 

 原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（鈴木たかし） 挙手全員です。よって、議案第１６号、令和２年度柳泉園組合一

般会計歳入歳出決算認定は、原案のとおり認定されました。 

──────────────── 

○議長（鈴木たかし） ここで、先ほど不審査となり、議案として上程しないことになり

ました陳情書類を配付いたします。 

 配付をお願いいたします。 

〔陳情書類配付〕 

○議長（鈴木たかし） これは、後ほど御参照いただければと思います。 

 以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて令和３年第４回柳泉園組合議会定例会を閉会といたします。 

午後 ３時１１分 閉会 

──────────────── 
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